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第４節 計画の作成又は修正に際し遵守するべき指針 
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第㸯節 ཎᏊ力災害対⟇⦅の┠ⓗ

㸯 ィ⏬の┠ⓗ 

ᮏィ⏬は、災害対策基ᮏἲ（᫛࿴��ᖺἲᚊ➨���ྕ）及び原子力災害対策≉ู措置ἲ（ᖹ成��ᖺἲ

ᚊ➨���ྕ、௨ୗ「原災ἲ」という。）に基づき、原子力事業者の原子⅔の運㌿等（加工、原子⅔㈓

ⶶ、෌ฎ⌮、ᗫᲠ、౑⏝（ಖ安つᐃをᐃめる施設）及び事業所外運搬（௨ୗ「運搬」という。））に

より放射性物質又は放射線が␗ᖖな水‽で事業所外（運搬のሙྜは㍺㏦ᐜჾ外）へ放ฟされることに

よる原子力災害のⓎ生及びᣑ኱を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について、市、 

県、指ᐃ地᪉行政機関、指ᐃබඹ機関、指ᐃ地᪉බඹ機関等の防災関係機関がとる࡭き措置をᐃめ、 

⥲ྜⓗかつィ⏬ⓗな原子力防災事ົ又は業ົの㐙行によって市民の生࿨、身体及び㈈産を原子力災害

からಖㆤすることを┠ⓗとする。

２ ィ⏬のᇶᮏ᪉㔪 

原子力災害は、放射線による被ࡤくや汚染の⛬ᗘを┤ࡕに把握することができないため、地㟈災害な

どと␗なり、市民等が⮬らの状況を正☜に把握し、ุ᩿・行動することはᴟめてᅔ難である。 

また、原子力災害Ⓨ生時に、市民等が適ษに行動するためには、放射線に関する▱㆑等も必要となる。

ᮏィ⏬は、このような原子力災害の≉Ṧ性に㚷ࡳ、市民等に対するⓗ☜な情報伝達のための体制をあ

らかじめ☜❧するとともに、原子力防災に関する▱㆑のᬑ及ၨⓎ、⥭急事態応急対策にᚑ事する者に対す

るᩍ⫱カ⦎、⥭急時において㎿㏿かつⓗ☜な応急対策活動が実施できるよう防災関係機関相஫の協力体制

の☜❧など所要の措置をᐃめるものとする。

第２節 ィ⏬のᛶ᱁

㸯 ⚟ᒸᕷの地域に係るཎᏊ力災害対⟇のᇶᮏとなるィ⏬ 

ᮏィ⏬は、⚟ᒸ市の地域に係る原子力災害対策の基ᮏとなるものであり、国の防災基ᮏィ⏬（原子力

災害対策⦅）及び⚟ᒸ県地域防災ィ⏬（原子力災害対策⦅）に基づいて策ᐃしたものである。

⚟ᒸ市及び防災関係機関は、᝿ᐃされる全ての事態に対して対応できるよう対策をㅮࡎることとし、 

たと࠼不 の事態がⓎ生したሙྜであっても対ฎしᚓるようᰂ㌾な体制を整備するものとする。

２ ⚟ᒸᕷにࡅ࠾る௚の災害対⟇との㛵係 

ᮏィ⏬は、「⚟ᒸ市地域防災ィ⏬」のࠗ原子力災害対策⦅࠘としてᐃめるものであり、ᮏィ⏬にᐃめ

のない事㡯については「⚟ᒸ市地域防災ィ⏬」のࠗᮏ⦅࠘によるものとする。

㸱 ィ⏬のಟṇ 

ᮏィ⏬は、災害対策基ᮏἲ➨4�᮲のつᐃに基づき、ẖᖺ᳨ウを加࠼、防災基ᮏィ⏬又は市の体制、 

組織等のぢ┤し等によりಟ正の必要があるとㄆめるሙྜにはこれをኚ᭦するものとする。

また、௒後の原災ἲ、防災基ᮏィ⏬及び原子力災害対策指針、県ィ⏬等のぢ┤しに応じて適ᐅಟ正す

るものとする。

第
㸯
章

第
㸯
節

ཎ
Ꮚ
力
災
害
対
⟇
の
┠
ⓗ
㸭
第
２
節

ィ
⏬
の
ᛶ
᱁

第
１
節

原
子
力
災
害
対
策
編
の
目
的
／
第
２
節

計
画
の
性
格

第
̍
章

― 1 ―



- � - 

第
㸱
節  

ィ
⏬
の
࿘
▱
ᚭ
ᗏ
㸭
第
４
節  

ィ
⏬
の
作
成
ཪ
ࡣ
ಟ
ṇ
に
㝿
ࡋ
㑂
Ᏺ
す
る
࡭
ࡁ
ᣦ
㔪
㸭
第
５
節  

⋞
ᾏ
ཎ
Ꮚ
力
Ⓨ
㟁
ᡤ
と
⚟
ᒸ
ᕷ
の
఩
置
㛵
係
及
び
ཎ
Ꮚ
力
災
害
対
⟇
㔜
Ⅼ
༊
域

４ ィ⏬の㐠⏝

௨ୗに掲ࡆる㡯┠等のල体ⓗな実施ィ⏬または実施要㡿等については、ᮏィ⏬に基づきู㏵ᐃめる

ものとし、その運⏝にあたっては、状況に応じてᰂ㌾に対応するものとする。

（１）災害対策ᮏ㒊体制等に関すること

（２）情報の཰㞟及び連⤡体制に関すること

（３）モニタリングに関すること

（㸲）屋内退避に関すること

（㸳）ィ⏬ⓗ避難に関すること

（㸴）避難者の受け入れに関すること

第㸱節 ィ⏬の࿘▱ᚭᗏ

ᮏィ⏬は、関係行政機関、関係බඹ機関その他防災関係機関に対し࿘▱徹底を図るとともに、≉に必要

とㄆめられるものについては市民への࿘▱を図るものとする。 

また、ྛ関係機関においては、ᮏィ⏬を⇍▱、徹底さࡏるとともに、必要に応じて⣽㒊の活動ィ⏬等をస

成し、୓全をᮇすものとする。

第４節 ィ⏬の作成ཪࡣಟṇに㝿ࡋ㑂Ᏺするࡁ࡭ᣦ㔪

地域防災ィ⏬（原子力災害対策⦅）の策ᐃ又はಟ正に㝿しては、原災ἲ➨㸴᮲の２➨１㡯のつᐃによ

り、原子力つ制ጤဨ఍がᐃめる「原子力災害対策指針」を㑂Ᏺするものとする。

第５節 ⋞ᾏཎᏊ力Ⓨ㟁ᡤと⚟ᒸᕷの఩置㛵係及びཎᏊ力災害対⟇㔜Ⅼ༊域 

㸯 ⋞ᾏཎᏊ力Ⓨ㟁ᡤのᴫせ

ࣘニࢵト １ྕ機ͤ１ ２ྕ機ͤ２ ３ྕ機 㸲ྕ機

所在地 బ㈡県ᮾᯇᾆ㒆⋞ᾏ町௒村

ᩜ地㠃✚ ⣙ �� ୓ᖹ᪉࣓ートル

㟁Ẽฟ力 �� ୓ � ༓ N: �� ୓ � ༓ N: ��� ୓ N: ��� ୓ N:

運㌿開ጞ ᫛ ����� ᫛ ���� ᖹ ��� ᖹ ���

原子⅔
ᆺᘧ 加ᅽ水ᆺ軽水⅔（3:5）

⇕ฟ力 ��� ୓ N: ��� ୓ N: �4� ୓ � ༓ N: �4� ୓ � ༓ N:

⇞料
✀ู - -

ప⃰⦰�⣙ 4��஧㓟໬࢘ࣛン

㺑㺵㺻・㺪㺽㺷㺢㺤㺑㺯混ྜ㓟໬物ͤ� ప⃰⦰�⣙ 4��஧㓟໬㺑㺵㺻

⿦Ⲵ㔞 -  - ⣙ �� トン ⣙ �� トン

㟁調ᑂᢎㄆ᪥
᫛ 4�� ����

（�� ᅇ）

᫛ 4�� �� 4

（�� ᅇ）
᫛ ��� ����（�� ᅇ）

設置チྍ᪥ ᫛ 4������� ᫛ ��� ���� ᫛ ��������

基♏᥀๐開ጞ᪥ ᫛ 4�� ���� ᫛ ��� ���� ᫛ ��� ����

Ⴀ業運㌿開ጞ᪥ ᫛ �������� ᫛ ��� ���� ᖹ �� ���� ᖹ �� ����

ͤ１ ᖹ成２㸵ᖺ㸲᭶ ⋞ᾏ原子力Ⓨ㟁所１ྕ機運㌿⤊஢ 

ͤ２ ᖹ成３１ᖺ㸲᭶ ⋞ᾏ原子力Ⓨ㟁所２ྕ機運㌿⤊஢ 

ͤ３ 㞟ྜ体ᖹᆒ 4��㸣⃰⦰࢘ࣛン相当௨ୗ 
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２ ⋞ᾏཎᏊ力Ⓨ㟁ᡤと⚟ᒸᕷの఩置㛵係

⚟ᒸ市は、⋞ᾏ原子力Ⓨ㟁所からおよそ4�੊から��੊ᅪ内に఩置し、原子力災害対策指針に♧す原

子力災害対策㔜Ⅼ༊域に該当しておらࡎ、地域防災ィ⏬（原子力災害対策⦅）をస成する必要がある

⮬἞体とはなっていないが、放射性物質のᣑᩓは、原子力災害Ⓨ生時のẼ㇟᮲௳や地ᙧの影響を受け

ることから、地域放射線㔞の実 ್等を㋃ま࠼たᰂ㌾な対応が必要である。

そのため、市民への情報提供、࿘▱体制の整備、安ᐃࣚ࢘⣲๣の備⵳等のィ⏬をあらかじめ策ᐃする。

さらに、Ẽ体状又は⢏子状の放射性物質をྵࡔࢇ空Ẽの୍団（௨ୗ「ࣉルーム」という。）による被

。くの影響を避けるため、屋内退避等を中心とした防ㆤ措置を実施するࡤ
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㸱 ཎᏊ力災害対⟇ࢆ㔜Ⅼⓗにᐇ᪋すࡁ࡭地域等の⠊ᅖ

防ㆤ資機ᮦ、モニタリング設備、㠀ᖖ⏝通ಙ機ჾ等の整備、避難ィ⏬等の策ᐃ等、原子力災害対策を

㔜Ⅼⓗに実施す࡭き地域の⠊ᅖについては、原子力災害対策指針において♧されている┠安を㋃ま࠼、

施設の≉性、行政༊⏬、地ໃ等地域にᅛ᭷の⮬↛ⓗ、♫఍ⓗ࿘㎶状況等を຺᱌し、ල体ⓗな地域をᐃめ

るものとする。

（１）ண防ⓗ防ㆤ措置を‽備する༊域（㹎㸿㹘㸸3UHFDXWLRQDU\ $FWLRQ =RQH）

㹎㸿㹘とは、急㏿に進ᒎする事ᨾにおいても放射線被ࡤくによる㔜⠜な☜ᐃⓗ影響をᅇ避し又は

᭱小໬するため、 ⥭急時活動ࣞベル（㹃㸿㹊㸨⾲１㸨⾲２）に応じて、༶時避難を実施する等、通ᖖの

運㌿及び೵止中の放射性物質の放ฟ㔞とは␗なる水‽で放射性物質が放ฟされる๓のẁ㝵からண防ⓗ

に防ㆤ措置を‽備する༊域である。Ⓨ㟁⏝原子⅔施設に係る㹎㸿㹘のල体ⓗな⠊ᅖについては、国㝿

原子力機関（「,QWHUQDWLRQDO $WRPLF (QHUJ\ $JHQF\」௨ୗ「㹇㸿㹃㸿」という。）の国㝿基‽に

おいて、㹎㸿㹘の᭱኱༙ᚄを原子力施設から３㹼㸳NPの間で設ᐃすること（㸳NPを᥎ዡ）とされて

いること等を㋃ま࠼、「原子力施設からおお༙ࡡࡴᚄ㸳NP」を┠安とする。

（２）⥭急防ㆤ措置を‽備する༊域（㹓㹎㹘㸸8UJHQW 3URWHFWLYH $FWLRQ 3ODQQLQJ =RQH）

㹓㹎㹘とは、☜⋡ⓗ影響のリࢡࢫをప減するため、㹃㸿㹊、㹍㹇㹊㸨⾲３に基づき、⥭急防ㆤ措

置を‽備する༊域である。Ⓨ㟁⏝原子⅔施設に係る㹓㹎㹘のල体ⓗな⠊ᅖについては、㹇㸿㹃㸿の

国㝿基‽において、㹓㹎㹘の᭱኱༙ᚄは原子力施設から㸳㹼３㸮NPの間で設ᐃされていること等を

㋃ま࠼、「原子力施設からおお༙ࡡࡴᚄ３㸮NP」を┠安とする。

⚟ᒸ県内の対㇟市町村は、⋞ᾏ原子力Ⓨ㟁所からおお༙ࡡࡴᚄ��NPᅪ内の地域をྵࡴ⣒ᓥ市とし

ている。 

たࡔし、⅔つἲ➨㸲３᮲の３の３㸲➨２㡯のつᐃに基づくᗫ止措置ィ⏬のㄆྍを受け、かつ、↷

射῭⇞料㞟ྜ体が十分なᮇ間෭༷されたものとして原子力つ制ጤဨ఍がᐃめたⓎ㟁⏝原子⅔施設ͤ

については、原子力災害対策㔜Ⅼ༊域の⠊ᅖは原子力施設からおお༙ࡡࡴᚄ㸳NPを┠安とし、当該

原子力災害対策㔜Ⅼ༊域の全てを㹓㹎㹘とする。 

ͤ 原子力災害対策≉ู措置ἲに基づき原子力防災⟶⌮者が通報す࡭き事㇟等に関するつ๎➨୐ 

᮲➨୍ྕの⾲へ及びࢳ୪びに➨十ᅄ᮲の⾲へ及びࢳのつᐃに基づく↷射῭⇞料㞟ྜ体が十分な 

ᮇ間にわたり෭༷された原子⅔の運㌿等のための施設をᐃめる࿌♧（ᖹ成２㸵ᖺ原子力つ制ጤ 

ဨ఍࿌♧➨１㸲ྕ）においてᐃめられている。 

（原子力災害対策指針よりᢤ⢋） 
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⾲１ 加ᅽ水ᆺ軽水⅔（実⏝Ⓨ㟁⏝のものに㝈る。）に係る原子⅔の運㌿等のための施設（当該施設が⅔つἲ➨ �� ᮲の � の㸴  
➨ �㡯➨� ྕの基‽に適ྜしないሙྜ又は原子⅔ᐜჾ内に↷射῭⇞料㞟ྜ体がᏑ在しないሙྜを除く。）

警 ᡄ 事 態 を ุ ᩿ す る 㹃 㸿 㹊
⥭急事態༊分における

措 置 の ᴫ 要

ձ 原子⅔の運㌿中に原子⅔ಖㆤᅇ㊰のࣕࢳ�ンࢿルから原子⅔೵止ಙྕがⓎಙされ、その状態が୍ᐃ時間

⥅⥆されたሙྜにおいて、当該原子⅔೵止ಙྕがⓎಙされた原ᅉを≉ᐃできないこと、又は原子⅔の㠀

ᖖ೵止が必要なሙྜにおいて、原子⅔制ᚚᐊからの制ᚚᲬのᤄ入᧯సにより原子⅔を೵止することがで

きないこと、ⱝしくは೵止したことを☜ㄆすることができないこと。

ղ 原子⅔の運㌿中にಖ安つᐃでᐃめられたᩘ್を㉸࠼る原子⅔෭༷ᮦの₃࠼いが㉳こり、ᐃめられた時間

内にᐃめられた措置を実施できないこと、又は原子⅔の運㌿中に㠀ᖖ⏝⅔心෭༷⿦置のస動を必要とす

る原子⅔෭༷ᮦの₃࠼いがⓎ生すること。

ճ 原子⅔の運㌿中に⵨ẼⓎ生ჾへの全ての୺⤥水が೵止したሙྜにおいて、㟁動⿵助⤥水࣏ンࣉ又はター

。による⤥水機⬟が႙ኻすることࣉン動⿵助⤥水࣏ンࣅ

մ 㠀ᖖ⏝஺流ẕ線が୍となったሙྜにおいて当該㠀ᖖ⏝஺流ẕ線に㟁Ẽを供⤥する㟁※が୍となる状態が

��分間௨ୖ⥅⥆すること、全ての㠀ᖖ⏝஺流ẕ線からの㟁Ẽの供⤥が೵止すること、又は外㒊㟁※႙ኻ

が３時間௨ୖ⥅⥆すること。

յ 原子⅔の೵止中に当該原子⅔からṧ留⇕を除ཤする機⬟の୍㒊が႙ኻすること。

ն ౑⏝῭⇞料㈓ⶶᵴの水఩が୍ᐃの水఩までపୗすること。

շ 原子⅔制ᚚᐊ及び原子⅔制ᚚᐊ外᧯స┙ᐊからの原子⅔の運㌿や制ᚚに影響を及ࡰすྍ⬟性が生じるこ

と。

ո 原子力事業所内の通ಙのための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通ಙのための設備の୍㒊

の機⬟が႙ኻすること。

չ 㔜要༊域において、ⅆ災又は⁄
いっ

水がⓎ生し、安全機ჾ等の機⬟の୍㒊が႙ኻするおそれがあること。

պ ⇞料被そ⟶㞀ቨⱝしくは原子⅔෭༷⣔㞀ቨが႙ኻするおそれがあること、又は、⇞料被そ⟶㞀ቨⱝしく

は原子⅔෭༷⣔㞀ቨが႙ኻすること。

ջ 当該原子力事業所所在市町村において、㟈ᗘ㸴ᙅ௨ୖの地㟈がⓎ生したሙྜ。

ռ 当該原子力事業所所在市町村ἢᓊをྵࡴὠἼண報༊において、኱ὠἼ警報がⓎ⾲されたሙྜ。

ս ࢜ンࢧイト⥲ᣓが警ᡄを必要とㄆめる当該原子⅔施設の㔜要なᨾ㞀等がⓎ生したሙྜ。

վ 当該原子⅔施設において᪂つ制基‽でᐃめる設ィ基‽を㉸࠼る外㒊事㇟がⓎ生したሙྜ（❳ᕳ、ὥ水、 

ྎ風、ⅆᒣ等）。

տ その他原子⅔施設௨外に㉳ᅉする事㇟が原子⅔施設に影響を及ࡰすおそれがあることをㄆ▱したሙྜな

どጤဨ㛗又はጤဨ㛗௦行が警ᡄᮏ㒊の設置が必要とุ᩿したሙྜ。

体制ᵓ⠏や情報཰㞟を
行い、住民防ㆤのため
の‽備を開ጞする。 

施 設 ᩜ 地 ⥭ 急 事 態 を ุ ᩿ す る 㹃 㸿 㹊
⥭急事態༊分における

措 置 の ᴫ 要

ձ 原子⅔の運㌿中に㠀ᖖ⏝⅔心෭༷⿦置のస動を必要とする原子⅔෭༷ᮦの₃࠼いがⓎ生したሙྜにおい

て、㠀ᖖ⏝⅔心෭༷⿦置及びこれとྠ等の機⬟を᭷する設備のうࡕ当該原子⅔へ㧗ᅽ又はపᅽでὀ水す

るもののいࡎれかによるὀ水が┤ࡕにできないこと。 

ղ 原子⅔の運㌿中に⵨ẼⓎ生ჾへの全ての⤥水機⬟が႙ኻすること。 

ճ 全ての㠀ᖖ⏝஺流ẕ線からの㟁Ẽの供⤥が೵止し、かつ、その状態が��分間௨ୖ⥅⥆すること。 

մ 㠀ᖖ⏝┤流ẕ線が୍となったሙྜにおいて、当該┤流ẕ線に㟁Ẽを供⤥する㟁※が୍となる状態が㸳分

間௨ୖ⥅⥆すること。 

յ 原子⅔の೵止中に当該原子⅔からṧ留⇕を除ཤする機⬟が႙ኻすること。 

ն ౑⏝῭⇞料㈓ⶶᵴの水఩を⥔ᣢできないこと、又は当該㈓ⶶᵴの水఩を⥔ᣢできていないおそれがある

ሙྜにおいて、当該㈓ⶶᵴの水఩を ᐃできないこと。 

շ 原子⅔制ᚚᐊ及び原子⅔制ᚚᐊ外᧯స┙ᐊの環境がᝏ໬することにより原子⅔の制ᚚに支㞀が生じるこ

と、又は原子⅔ⱝしくは౑⏝῭⇞料㈓ⶶᵴに␗ᖖがⓎ生したሙྜにおいて、原子⅔制ᚚᐊに設置する原

子⅔施設の状態を⾲♧する⿦置ⱝしくは原子⅔施設の␗ᖖを⾲♧する警報⿦置の機⬟の୍㒊が႙ኻする

こと。 

ո 原子力事業所内の通ಙのための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通ಙのための設備の全て

の機⬟が႙ኻすること。 

չ ⅆ災又は⁄
いっ

水がⓎ生し、安全機ჾ等の機⬟の୍㒊が႙ኻすること。 

պ 原子⅔᱁⣡ᐜჾ内のᅽ力又は ᗘのୖ᪼⋡が୍ᐃ時間にわたって通ᖖの運㌿及び೵止中において᝿ᐃさ

れるୖ᪼⋡を㉸࠼ること。 

ջ ⅔心の損യがⓎ生していないሙྜにおいて、原子⅔᱁⣡ᐜჾᅽ力㏨がし⿦置を౑⏝すること。 

ռ ⇞料被そ⟶の㞀ቨが႙ኻしたሙྜにおいて原子⅔෭༷⣔の㞀ቨが႙ኻするおそれがあること、⇞料被そ

⟶の㞀ቨ及び原子⅔෭༷⣔の㞀ቨが႙ኻするおそれがあること、又は⇞料被そ⟶の㞀ቨⱝしくは原子⅔

෭༷⣔の㞀ቨが႙ኻするおそれがあるሙྜにおいて原子⅔᱁⣡ᐜჾの㞀ቨが႙ኻすること。 

ս 原子力事業所の༊域の境界௜㏆等において原災ἲ➨��᮲に基づく通報のุ᩿基‽として政௧等でᐃめる

基‽௨ୖの放射線㔞又は放射性物質が᳨ฟされたሙྜ（事業所外運搬に係るሙྜを除く。）。 

վ その他原子⅔施設௨外に㉳ᅉする事㇟が原子⅔施設に影響を及ࡰすおそれがあること等放射性物質又は

放射線が原子力事業所外へ放ฟされ、又は放ฟされるおそれがあり、原子力事業所࿘㎶において、⥭急

事態に備࠼た防ㆤ措置の‽備及び防ㆤ措置の୍㒊の実施を開ጞする必要がある事㇟がⓎ生すること。

㹎㸿㹘内の住民等の避

難‽備、及び᪩ᮇに実

施が必要な住民避難等

の防ㆤ措置を行う。

第
㸯
章

第
５
節

⋞
ᾏ
ཎ
Ꮚ
力
Ⓨ
㟁
ᡤ
と
⚟
ᒸ
ᕷ
の
఩
置
㛵
係
及
び
ཎ
Ꮚ
力
災
害
対
⟇
㔜
Ⅼ
༊
域

第
５
節

玄
海
原
子
力
発
電
所
と
福
岡
市
の
位
置
関
係
及
び
原
子
力
災
害
対
策
重
点
区
域

第
̍
章

― 5 ―



- � - 

全 㠃 ⥭ 急 事 態 を ุ ᩿ す る 㹃 㸿 㹊
⥭急事態༊分における

措 置 の ᴫ 要

ձ 原子⅔の㠀ᖖ೵止が必要なሙྜにおいて、全ての೵止᧯సにより原子⅔を೵止することができないこ

と、又は೵止したことを☜ㄆすることができないこと。 

ղ 原子⅔の運㌿中に㠀ᖖ⏝⅔心෭༷⿦置のస動を必要とする原子⅔෭༷ᮦの₃࠼いがⓎ生したሙྜにおい

て、全ての㠀ᖖ⏝⅔心෭༷⿦置及びこれとྠ等の機⬟を᭷する設備によるὀ水が┤ࡕにできないこと。 

ճ 原子⅔の運㌿中に⵨ẼⓎ生ჾへの全ての⤥水機⬟が႙ኻしたሙྜにおいて、全ての㠀ᖖ⏝⅔心෭༷⿦置

及びこれとྠ等の機⬟を᭷する設備によるὀ水が┤ࡕにできないこと。 

մ 原子⅔᱁⣡ᐜჾ内のᅽ力又は ᗘが当該᱁⣡ᐜჾの設ィୖの᭱㧗౑⏝ᅽ力又は᭱㧗౑⏝ ᗘに達するこ

と。 

յ 全ての㠀ᖖ⏝஺流ẕ線からの㟁Ẽの供⤥が೵止し、かつ、その状態が１時間௨ୖ⥅⥆すること。 

ն 全ての㠀ᖖ⏝┤流ẕ線からの㟁Ẽの供⤥が೵止し、かつ、その状態が㸳分間௨ୖ⥅⥆すること。 

շ ⅔心の損യのⓎ生を♧す原子⅔᱁⣡ᐜჾ内の放射線㔞又は原子⅔ᐜჾ内のฟ口 ᗘを᳨▱すること。 

ո ⵨ẼⓎ生ჾの᳨査その他の┠ⓗで୍時ⓗに原子⅔ᐜჾの水఩をୗࡆた状態で、当該原子⅔からṧ留⇕を

除ཤする機⬟が႙ኻし、かつ、⇞料取᭰⏝水㈓ⶶᵴからのὀ水ができないこと。 

չ ౑⏝῭⇞料㈓ⶶᵴの水఩が↷射῭⇞料㞟ྜ体の㡬㒊からୖ᪉２࣓ートルの水఩までపୗすること、又は

当該水఩までపୗしているおそれがあるሙྜにおいて、当該㈓ⶶᵴの水఩を ᐃできないこと。 

պ 原子⅔制ᚚᐊが౑⏝できないሙྜに原子⅔制ᚚᐊ外᧯స┙ᐊが౑⏝できなくなること、又は原子⅔ⱝし

くは౑⏝῭⇞料㈓ⶶᵴに␗ᖖがⓎ生したሙྜに原子⅔施設の状態を⾲♧する全ての⿦置ⱝしくは原子⅔

施設の␗ᖖを⾲♧する全ての警報⿦置（いࡎれも原子⅔制ᚚᐊに設置されたものに㝈る。）が౑⏝でき

なくなること。 

ջ ⇞料被そ⟶の㞀ቨ及び原子⅔෭༷⣔の㞀ቨが႙ኻしたሙྜにおいて、原子⅔᱁⣡ᐜჾの㞀ቨが႙ኻする

おそれがあること。 

ռ 原子力事業所の༊域の境界௜㏆等において原災ἲ➨１㸳᮲に基づく⥭急事態ᐉゝのุ᩿基‽として政௧

等でᐃめる基‽௨ୖの放射線㔞又は放射性物質が᳨ฟされたሙྜ（事業所外運搬に係るሙྜを除

く。）。 

ս その他原子⅔施設௨外に㉳ᅉする事㇟が原子⅔施設に影響を及ࡰすこと等放射性物質又は放射線が␗ᖖ

な水‽で原子力事業所外へ放ฟされ、又は放ฟされるおそれがあり、原子力事業所࿘㎶の住民の避難を

開ጞする必要がある事㇟がⓎ生すること。

㹎㸿㹘内の住民避難等

の防ㆤ措置を行うとと

もに、㹓㹎㹘及び必要

に応じてそれ௨㐲の࿘

㎶地域において、放射

性物質放ฟ後の防ㆤ措

置実施に備࠼た‽備を

開ጞする。放射性物質

放ฟ後は、ィ される

空間放射線㔞⋡などに

基づく防ㆤ措置を実施

する。

（原子力災害対策指針よりᢤ⢋） 
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⾲２ 原子⅔の運㌿等のための施設（「原子力災害対策指針」の「⾲２ ྛ⥭急事態༊分をุ᩿する

㹃㸿㹊のᯟ組ࡳについて」に記載の１�から㸶�までに掲ࡆるものを除く。）

警 ᡄ 事 態 を ุ ᩿ す る 㹃 㸿 㹊

（ճに掲ࡆるものについては、中㒊㟁力ᰴᘧ఍♫὾ᒸ原子力Ⓨ㟁所に設置される原子⅔に係る原子⅔の運㌿等のための施設に㝈る。）

⥭急事態༊分における

措 置 の ᴫ 要

ձ 当該原子力事業所所在市町村において、㟈ᗘ㸴ᙅ௨ୖの地㟈がⓎ生したሙྜ。 

ղ 当該原子力事業所所在市町村ἢᓊをྵࡴὠἼண報༊において、኱ὠἼ警報がⓎ⾲されたሙྜ。 

ճ ᮾᾏ地㟈ண▱情報又はᮾᾏ地㟈ὀ意情報がⓎ⾲されたሙྜ。 

մ ࢜ンࢧイト⥲ᣓが警ᡄを必要とㄆめる当該原子⅔の運㌿等のための施設の㔜要なᨾ㞀等がⓎ生したሙྜ。 

յ その他原子⅔の運㌿等のための施設௨外に㉳ᅉする事㇟が原子⅔の運㌿等のための施設に影響を及ࡰすお

それがあることをㄆ▱したሙྜなど、ጤဨ㛗又はጤဨ㛗௦行が警ᡄᮏ㒊の設置が必要とุ᩿したሙྜ。

体制ᵓ⠏や情報཰㞟を

行い、住民防ㆤのため

の‽備を開ጞする。

施 設 ᩜ 地 ⥭ 急 事 態 を ุ ᩿ す る 㹃 㸿 㹊
⥭急事態༊分における

措 置 の ᴫ 要

ձ 原子力事業所の༊域の境界௜㏆等において原災ἲ➨１㸮᮲に基づく通報のุ᩿基‽として政௧等でᐃめる

基‽௨ୖの放射線㔞又は放射性物質が᳨ฟされたሙྜ（事業所外運搬に係るሙྜを除く。）。 

ղ その他原子⅔の運㌿等のための施設௨外に㉳ᅉする事㇟が原子⅔の運㌿等のための施設に影響を及ࡰすお

それがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放ฟされ、又は放ฟされるおそれがあり、原

子力事業所࿘㎶において、⥭急事態に備࠼た防ㆤ措置の‽備及び防ㆤ措置の୍㒊の実施を開ጞする必要が

ある事㇟がⓎ生すること。

㹎㸿㹘内の住民等の避

難‽備、及び᪩ᮇに実

施が必要な住民避難等

の防ㆤ措置を行う。㹓

㹎㹘のࡳが設ᐃされる

ሙྜは、㹓㹎㹘内の住

民等の屋内退避‽備等

の防ㆤ措置を行う。 

全 㠃 ⥭ 急 事 態 を ุ ᩿ す る 㹃 㸿 㹊
⥭急事態༊分における

措 置 の ᴫ 要

ձ 原子力事業所の༊域の境界௜㏆等において原災ἲ➨１㸳᮲に基づく⥭急事態ᐉゝのุ᩿基‽として政௧等

でᐃめる基‽௨ୖの放射線㔞又は放射性物質が᳨ฟされたሙྜ（事業所外運搬に係るሙྜを除く。）。 

ղ その他原子⅔の運㌿等のための施設௨外に㉳ᅉする事㇟が原子⅔の運㌿等のための施設に影響を及ࡰすこ

と等放射性物質又は放射線が␗ᖖな水‽で原子力事業所外へ放ฟされ、又は放ฟされるおそれがあり、原

子力事業所࿘㎶の住民の避難又は屋内退避を開ጞする必要がある事㇟がⓎ生すること。 

㹎㸿㹘内の住民避難等

の防ㆤ措置を行うとと

もに、㹓㹎㹘及び必要

に応じてそれ௨㐲の࿘

㎶地域において、放射

性物質放ฟ後の防ㆤ措

置実施に備࠼た‽備を

開ጞする。放射性物質

放ฟ後は、ィ される

空間放射線㔞⋡などに

基づく防ㆤ措置を実施

する。

（原子力災害対策指針よりᢤ⢋）
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は

地
ୖ

１
㹫

で
ィ

 
し

た
ሙ

ྜ
の

空
間

放
射

線
㔞

⋡
で

あ
る

。
実

㝿
の

適
⏝

に
当

た
っ

て
は

、
空

間
放

射
線

㔞
⋡

ィ
 

機
ჾ

の
設

置
ሙ

所
に

お
け

る
線

㔞
⋡

と
地

ୖ
１

㹫
で

の
線

㔞
⋡

と
の

ᕪ
␗

を
⪃

慮
し

て
、

ุ
᩿

基
‽

の
್

を
⿵

正
す

る
必

要
が

あ
る

。
㹍

㹇
㹊

１
に

つ
い

て
は

⥭
急

時
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

よ
り

ᚓ
ら

れ
た

空
間

放
射

線
㔞

⋡
（

１
時

間
್

）
が

㹍
㹇

㹊
１

の
基

‽
್

を
㉸

࠼
た

ሙ
ྜ

、
㹍

㹇
㹊

２
に

つ
い

て
は

、
空

間
放

射

線
㔞

⋡
の

時
間

ⓗ
・

空
間

ⓗ
な

ኚ
໬

を
参

↷
し

つ
つ

、
⥭

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

に
よ

り
ᚓ

ら
れ

た
空

間
放

射
線

㔞
⋡

（
１

時
間

್
）

が
㹍

㹇
㹊

２
の

基
‽

್
を

㉸
࠼

た
と

き
か

ら
㉳

⟬
し

て
お

お
ࡴ

ࡡ
１

᪥
が

⤒
㐣

し
た

時

Ⅼ
の

空
間

放
射

線
㔞

⋡
（

１
時

間
್

）
が

㹍
㹇

㹊
２

の
基

‽
್

を
㉸

࠼
た

ሙ
ྜ

に
、

防
ㆤ

措
置

の
実

施
が

必
要

で
あ

る
と

ุ
᩿

す
る

。

ͤ
３

 
ᡃ

が
国

に
お

い
て

広
く

⏝
い

ら
れ

て
い

る
ș

線
の

入
射

窓
㠃

✚
が

 
�
�
ੌ

の
᳨

ฟ
ჾ

を
฼

⏝
し

た
ሙ

ྜ
の

ィ
ᩘ

⋡
で

あ
り

、
⾲

㠃
汚

染
ᐦ

ᗘ
は

⣙
 
�
�
�
%
T
�
ੌ

相
当

と
な

る
。

他
の

ィ
 

ჾ
を

౑
⏝

し
て

 
ᐃ

す
る

ሙ
ྜ

に
は

、
 

こ
の

⾲
㠃

汚
染

ᐦ
ᗘ

か
ら

入
射

窓
㠃

✚
や

᳨
ฟ

ຠ
⋡

を
຺

᱌
し

た
ィ

ᩘ
⋡

を
求

め
る

必
要

が
あ

る
。

ͤ
㸲

 
ͤ

３
と

ྠ
ᵝ

、
⾲

㠃
汚

染
ᐦ

ᗘ
は

⣙
 
4
�
%
T
�
ੌ

相
当

と
な

り
、

ィ
 

ჾ
の

௙
ᵝ

が
␗

な
る

ሙ
ྜ

に
は

、
ィ

ᩘ
⋡

の
᥮

⟬
が

必
要

で
あ

る
。

ͤ
㸳

 
「

地
域

生
産

物
」

と
は

、
放

ฟ
さ

れ
た

放
射

性
物

質
に

よ
り

┤
᥋

汚
染

さ
れ

る
㔝

外
で

生
産

さ
れ

た
㣗

品
で

あ
っ

て
、

ᩘ
㐌

間
௨

内
に

ᾘ
㈝

さ
れ

る
も

の
（

౛
࠼

ࡤ
㔝

⳯
、

該
当

地
域

の
∾

ⲡ
を

㣗
࡭

た
∵

の
ங

）
を

い
う

。

ͤ
㸴

 
実

ຠ
性

を
⪃

慮
し

て
、

ィ
 

ሙ
所

の
⮬

↛
放

射
線

に
よ

る
ࣂ

ࢵ
ࢡ

グ
ࣛ

࢘
ン

ࢻ
に

よ
る

ᐤ
୚

も
ྵ

め
た

್
と

す
る

。

ͤ
㸵

 
そ

の
他

の
᰾

✀
の

設
ᐃ

の
必

要
性

も
ྵ

め
て

௒
後

᳨
ウ

す
る

。
そ

の
㝿

、
㹇

㸿
㹃

㸿
の

㹅
㹑

㹅
㸫

２
に

お
け

る
㹍

㹇
㹊

㸴
を

参
⪃

と
し

て
ᩘ

್
を

設
ᐃ

す
る

。

ͤ
㸶

 
᰿

⳯
、

Ⱎ
㢮

を
除

く
㔝

⳯
㢮

が
対

㇟
。

ͤ
㸷

 㹇
㸿

㹃
㸿

で
は

、
㣧

㣗
物

ᦤ
取

制
㝈

が
ຠ

ᯝ
ⓗ

か
つ

ຠ
⋡

ⓗ
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
㣧

㣗
物

中
の

放
射
性

᰾
✀

⃰
ᗘ

の
 

ᐃ
が

開
ጞ

さ
れ

る
ま

で
の

間
の

ᬻ
ᐃ

ⓗ
な

㣧
㣗

物
ᦤ

取
制

㝈
の

実
施

及
び

当
該

 
ᐃ

の
対

㇟
の

Ỵ
ᐃ

に

係
る

基
‽

で
あ

る
㹍

㹇
㹊

３
等

を
設

ᐃ
し

て
い

る
が

、
ᡃ

が
国

で
は

、
放

射
性

᰾
✀

⃰
ᗘ

を
 

ᐃ
す

࡭
き

༊
域

を
≉

ᐃ
す

る
た

め
の

基
‽

で
あ

る
「

㣧
㣗

物
に

係
る

ࢫ
ࢡ

リ
ー

ニ
ン

グ
基

‽
」

を
ᐃ

め
る
。

（
原

子
力

災
害

対
策

指
針

よ
り

ᢤ
⢋

）

㸫�㸫

ͤ
㸴
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第６節 ィ⏬のᇶ♏とするࡁ࡭災害の᝿ᐃ

㸯 ๓ᥦ᮲௳及びởᰁの᝿ᐃ

➨㸳⠇でも㏙࡭たように、⚟ᒸ市は、⋞ᾏ原子力Ⓨ㟁所からおよそ4�੊から��੊ᅪ内に఩置しており、 

原子力災害Ⓨ生時の放射性物質のᣑᩓがẼ㇟᮲௳や地ᙧの影響を受けることを⪃慮し、国の原子力災害

対策指針による原子力施設からおおࡡࡴ��NPを┠安とした⥭急防ㆤ措置を‽備する༊域（㹓㹎㹘）のᅪ

外である⚟ᒸ市においても、防ㆤ措置が必要となる事態を๓提とする。 

また、市域の汚染つᶍは、⮬Ꮿへの屋内退避等を中心とした防ㆤ措置を実施する⛬ᗘの汚染つᶍを᝿ᐃ

する。

２ ᨺᑕᛶ≀㉁ཪࡣᨺᑕ⥺のᨺฟᙧែ及び被ࡃࡤの⤒㊰

原子力災害対策をⓗ☜に実施するためには、放射性物質又は放射線の放ฟのᙧ態及び住民等の生࿨又

は身体に༴㝤を及ࡰすこととなる被ࡤくの⤒㊰について⌮ゎしておく必要がある。

（１）原子⅔施設で᝿ᐃされる放射性物質の放ฟᙧ態

原子⅔施設においては、ከ㔜の物⌮ⓗ防ㆤቨが設けられているが、これらの防ㆤቨが機⬟しないሙྜ

は、放射性物質が࿘㎶環境に放ฟされる。その㝿、኱Ẽへ放ฟのྍ⬟性がある放射性物質としては、Ẽ体状の

᥹Ⓨ性の放射性ࣚ࢘⣲、Ẽ体中にᾋ㐟するᚤ⢏子等がある。これら、ࢫン等の放射性ᕼ࢞ࣀࢭトンや࢟ࣉリࢡ

は、ࣉルームとなり、⛣動㊥㞳が㛗くなるሙྜはᣑᩓにより⃰ᗘはపくなるഴྥがあるものの、風ୗ᪉ྥの

広⠊ᅖに影響が及ྍࡪ⬟性がある。 

また、≉に㝆㞵㞷があるሙྜには、地⾲にỿ╔し㛗ᮇ間とどまるྍ⬟性が㧗い。さらに、ᅵተやがれき等

に௜╔するሙྜや෭༷水に⁐けるሙྜがあり、それらの㣕ᩓや流ฟには≉ูな留意が必要である。実㝿、ᖹ

成２３ᖺ３᭶にⓎ生したᮾி㟁力ᰴᘧ఍♫⚟ᓥ➨୍原子力Ⓨ㟁所事ᨾにおいては、᱁⣡ᐜჾの୍㒊のᑒじ㎸

め機⬟の႙ኻ、⁐融⅔心からⓎ生した水⣲の⇿Ⓨによる原子⅔ᘓ屋の損യ等の⤖ᯝ、放射性࢘ࢩࢭム等の放

射性物質が኱㔞に኱Ẽ環境に放ฟされた。 

また、⅔心෭༷に⏝いた෭༷水にከ㔞の放射性物質がྵまれてᾏに流ฟした。したがって、事ᨾによる放ฟ

ᙧ態は必ࡎしも༢୍ⓗなものではなく、」ྜⓗであることを十分⪃慮する必要がある。

（２）被ࡤくの⤒㊰

被ࡤくの⤒㊰には、኱きく「外㒊被ࡤく」と「内㒊被ࡤく」の２✀㢮がある。これらは」ྜⓗに㉳こ

りᚓることから、原子力災害対策の実施に当たっては཮᪉を⪃慮する必要がある。

ձ 外㒊被ࡤく

外㒊被ࡤくとは、体外にある放射線※から放射線を受けることである。

ղ 内㒊被ࡤく

内㒊被ࡤくとは、放射性物質を྾入、⤒口ᦤ取等により体内に取り㎸ࡳ、体内にある放射線※から

放射線を受けることである。

（原子力災害対策指針よりᢤ⢋）

㸱 被災㛵係⮬἞体住民の⚟ᒸᕷへの㑊㞴

⋞ᾏ原子力Ⓨ㟁所࿘㎶の⮬἞体（௨ୗ「関係⮬἞体」という。）が、それࡒれの༊域を㉺࠼る避難等

が必要となるሙྜは、⚟ᒸ市においても当該関係⮬἞体及び県との調整を㋃ま࠼つつ、市の避難所を提供

し、避難者を受け入れる必要性が生じる。ᮏィ⏬では、関係⮬἞体の避難者受け入れのための体制整備、業ົ等

についてもᐃめるものとする。
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第７節 㜵災㛵係ᶵ㛵の事ົཪࡣ業ົの኱⥘

ྛ防災関係機関は、それࡒれのᙺ๭に応じ、相஫に協力して、災害の防止、応急対策の実施に努めるものと

する。

㸯 ⚟ᒸᕷ㜵災఍㆟

災害対策基ᮏἲ（᫛࿴��ᖺἲᚊ➨ ��� ྕ ）及び⚟ᒸ市防災఍㆟᮲౛（᫛࿴��ᖺ⚟ᒸ市᮲౛➨ �� ྕ ）に基づ

いて設置された機関であり、⚟ᒸ市における防災に関する基ᮏ᪉針及び基ᮏィ⏬をస成し、その実施を᥎進

する。

（１）所ᤸ事ົ

ձ ⚟ᒸ市地域防災ィ⏬をస成し、及びその実施を᥎進する。

ղ 市㛗のㅎၥに応じて市の地域に係る防災に関する㔜要事㡯をᑂ㆟すること。

ճ ๓ྕにつᐃする㔜要事㡯に関し、市㛗に意ぢを㏙࡭ること。

մ 水防ἲ（᫛࿴ �4 ᖺἲᚊ➨ ��� ྕ ）➨ �� ᮲➨ � 㡯につᐃする水防ィ⏬その他水防に関し㔜要な事

㡯を調査ᑂ㆟すること。

յ ๓ྛྕに掲ࡆるものの࡯か、ἲ又はこれに基づく政௧によりその権㝈にᒓすること。

⚟ᒸ市防災఍㆟᮲౛

⚟ᒸ市防災఍㆟運Ⴀつᐃ

⚟ᒸ市防災఍㆟ጤဨ・ᖿ事ྡ⡙

（２）組 織

ձ ఍ 㛗 ⚟ᒸ市㛗

ղ ఍㛗௦⌮ ⚟ᒸ市๪市㛗

ճ  組織機関

ア  ⚟ᒸ市

イ  ⚟ᒸ県

࢘ ⚟ᒸ県警察

࢚ 指ᐃ地᪉行政機関

࢜ 㝣ୖ⮬⾨㝲➨１㸷ᬑ通⛉連㝲

࢝ 指ᐃබඹ機関

࢟ 指ᐃ地᪉බඹ機関

ᾘ防団 ࢡ

その他防災関係機関 ࢣ

 原子力事業者 ࢥ
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２ 事ົの኱⥘

（１）⚟ᒸ市

市域内の市民の生࿨、身体、㈈産等を災害からಖㆤする┤᥋の㈐ົを᭷し、ྛ関係機関と連携して、 

防災に関する施策を実施する。

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

⚟    ᒸ    市

ア ⚟ᒸ市防災఍㆟に関する事㡯

イ 原子力防災体制の整備に関する事㡯

࢘ 防災に必要な施設及び資ᮦのⅬ᳨、整備に関する事㡯

࢚ 原子力防災に関する▱㆑のᬑ及とၨⓎに関する事㡯 

࢜ 原子力防災に関するᩍ⫱及びカ⦎の実施に関する事㡯

࢝ 通ಙ施設及び通ಙ連⤡体制の整備に関する事㡯

࢟ モニタリング施設及び体制の整備の協力に関する事㡯

環境᮲௳の把握に関する事㡯 ࢡ

事ᨾⓎ生時における国、県等との連⤡調整に関する事㡯 ࢣ

ࢥ 災害に関する情報の཰㞟、伝達及び被害状況の調査に関する事㡯

 市民等の退避、避難ㄏᑟ及びᩆ助୪びに❧入制㝈に関する事㡯 ࢧ

避難者のᩆㆤ、ᩆ助、その他市民のಖㆤに関する事㡯 ࢩ

避難所の開設・運Ⴀ、被災者への㣗⣊、水、᪥⏝品等の物資の供⤥に ࢫ

関する事㡯

 市民等の避難受入に係る協力に関する事㡯 ࢭ

 急時モニタリングへの協力に関する事㡯⥭ ࢯ

タ 原子力災害་⒪への協力に関する事㡯 

市民等への汚染㣧㣗物のᦤ取制㝈に関する事㡯 ࢳ

市民等への汚染農林水産物等のฟⲴ制㝈等に関する事㡯 ࢶ

放射性物質による汚染の除ཤに関する事㡯 ࢸ

ト 放射性物質の௜╔したᗫᲠ物のฎ⌮に関する事㡯

情報が十分伝わらないことによる混乱（いわゆる風評被害）の影響の ࢼ

軽減に関する事㡯

ニ ྛ✀制㝈措置のゎ除に関する事㡯

 ᩍ対策に関する事㡯ᩥ ࢾ

 災害時における避難⤒㊰及び㍺㏦⤒㊰の☜ಖ ࢿ

損害賠償の請求等に必要な資料の整備に関する事㡯 ࣀ

 相談窓口の設置に関する事㡯 ࣁ

その他災害対策に必要な措置に関する事㡯 ࣄ
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（２）県

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

⚟    ᒸ    県

ア 原子力防災体制の整備

イ  通ಙ施設及び通ಙ連⤡体制の整備

࢘  モニタリング施設及び体制の整備

࢚  環境᮲௳の把握

࢜ 原子力防災に関する▱㆑のᬑ及とၨⓎ

࢝ ᩍ⫱及びカ⦎の実施

࢟ 事ᨾⓎ生時における国、市町村等との連⤡調整 

応急対策活動に要する資機ᮦ等の整備 ࢡ

災害状況の把握及び情報提供 ࢣ

 急時モニタリングの実施⥭ ࢥ

市町村㛗に対する市民等の退避、避難ㄏᑟ及びᩆ助୪びに❧入制㝈 ࢧ

の指♧、助ゝ、協力

ಖ健་⒪調整ᮏ㒊の設置・運Ⴀ ࢩ

く者のデ᩿及びฎ置、健康相談、安ᐃࣚ࢘⣲ࡤ原子力災害་⒪（被 ࢫ

๣に関すること等）

♧市町村㛗に対する市民等への汚染㣧料水・㣧㣗物のᦤ取制㝈の指 ࢭ

等

市町村㛗に対する市民等への汚染農林水産物等のฟⲴ制㝈の指♧等 ࢯ

タ 放射性物質による汚染の除ཤ

⌮放射性物質の௜╔したᗫᲠ物のฎ ࢳ

♧市町村㛗に対するྛ✀制㝈措置のゎ除の指 ࢶ

情報が十分伝わらないことによる混乱（いわゆる風評被害）の影響 ࢸ

の軽減

ト ᩥᩍ対策

相談窓口の設置 ࢼ

ニ 県⟶⌮の㐨㊰の⟶⌮

災害時における避難⤒㊰及び㍺㏦⤒㊰の☜ಖ ࢾ

その他災害対策に必要な措置 ࢿ

（３）警察

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

⚟ ᒸ 県 警 察

ア 住民等の退避、避難ㄏᑟ及びᩆ助୪びに❧入制㝈 

イ ❧入⚗止地༊及びその࿘㎶地域の警備、஺通つ制等 

࢘ ⥭急㍺㏦のための஺通の☜ಖ

࢚ ≢⨥のண防等♫఍⛛ᗎの⥔ᣢ

࢜ その他災害警備に必要な措置
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（㸲）指ᐃ地᪉行政機関

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

஑ ᕞ ⟶ ༊ 警 察 ᒁ 

ア 警察災害ὴ㐵㝲の運⏝及び広域ⓗな応援の指ᑟ調整 

イ 広域ⓗな஺通つ制の指ᑟ調整 

࢘ 災害に関する情報཰㞟及び連⤡調整 

⚟ ᒸ ㈈ ົ 支 ᒁ 災害時における㈈政金融の適ษな措置及び関係機関との連⤡調整 

஑ ᕞ ཌ 生 ᒁ 
災害時におけるཌ生ປ働ᮏ┬及び⊂❧行政ἲ人国❧⑓㝔機ᵓとの連⤡

調整 

஑ ᕞ 農 政 ᒁ 災害時における政ᗓ所᭷⡿✐の供⤥支援に関する事㡯 

஑ᕞ農政ᒁ⚟ᒸ県ᣐⅬ 

ア 災害時における農地、農業⏝施設、ᐙ␆・ᐙきࢇ、農林水産物等へ

の影響に係る情報཰㞟及び安全性☜ㄆのための指ᑟに関すること 

イ 災害時における応急⏝㣗⣊の☜ಖ等に関すること 

࢘ 農林⁺業者の⤒Ⴀ⥔ᣢ安ᐃに必要な資金の融通の指ᑟ 

࢚ 被災地࿘㎶のᐙ␆㺃ᐙきࢇ、㣫料、たい⫧、農林水産物等の⛣動制

㝈及びゎ除に関する指ᑟ 

஑ ᕞ ᳃ 林 ⟶ ⌮ ᒁ 

⚟ ᒸ ᳃ 林 ⟶ ⌮ ⨫ 

ア 国᭷林㔝・国᭷林産物の状況の把握 

イ ᮦᮌ（原ᮌ）の供⤥促進等、災害時のᮦᮌ㟂要への対応 

஑ ᕞ ⤒ ῭ 産 業 ᒁ 
ア 被災ၟ工業者への支援に関すること 

イ 復旧資ᮦ等防災関係物資の円滑な供⤥の☜ಖ 

஑ᕞ産業ಖ安┘╩㒊 
ア ⅆ⸆、㧗ᅽ࢞ࢫ、㒔市࢞ࢫ及び㟁Ẽ施設等のಖ安☜ಖ 

イ 㖔ᒣにおけるಖ安☜ಖ 

஑ ᕞ 地 ᪉ 整 備 ᒁ 

༤ከ ‴・空 整備事ົ所
 ‴、ᾏᓊ対策に関する事㡯

஑ᕞ運㍺ᒁ⚟ᒸ運㍺支ᒁ

ア 災害時における㍺㏦⏝㌴୧の᩷᪕、☜ಖ

イ 災害時における⯪⯧の᩷᪕、☜ಖ

࢘ ⮬動㌴運㏦事業者及び⯪⯧運⯟事業者、 ‴運㏦事業者に対する運

㏦࿨௧等

࢚ 運㏦の安全☜ಖに関する指ᑟ

኱ 㜰 ⯟ 空 ᒁ 

⚟ ᒸ 空   事 ົ 所

ア 指ᐃ地域ୖ空の㣕行つ制及びその࿘▱に関する事㡯 

イ 災害時における⯟空㍺㏦の安全☜ಖに関する事㡯
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⚟ ᒸ ᾏ ୖ ಖ 安 㒊

ア 災害時における⯪⯧の退避及び⯟行制㝈等の措置 

イ ᩆ援物資、避難者等の⥭急ᾏୖ㍺㏦の応援 

࢘ ᾏୖにおけるᩆ急・ᩆ助活動の実施 

࢚ ⥭急時ᾏୖモニタリングの支援

⚟ ᒸ ⟶ ༊ Ẽ ㇟ ྎ

ア 災害時におけるẼ㇟情報のⓎ⾲及び伝達

イ 災害時及びその後の防災機関の応急復旧活動時等における、対㇟地

域࿘㎶のẼ㇟ண報や防災ୖの留意事㡯等を記載した支援資料の提供

஑ ᕞ ⥲ ྜ 通 ಙ ᒁ 

ア 災害時における㟁Ẽ通ಙの☜ಖ 

イ 㠀ᖖ通ಙの⤫制、⟶⌮ 

࢘ 災害地域における㟁Ẽ通ಙ施設の被害状況の把握 

⚟ ᒸ ປ 働 ᒁ 

ア ປ働者の被ࡤく⟶⌮の┘╩指ᑟ 

イ ປ働災害調査及びປ働者のປ災⿵償 

࢘ ປ働者の☜ಖ・被災者の⫋業あっࢇࡏ 

஑ ᕞ 地 ᪉ 整 備 ᒁ 

⚟ ᒸ 国 㐨 事 ົ 所

ア 国⟶⌮の国㐨

イ 災害時における避難⤒㊰及び㍺㏦⤒㊰の☜ಖ

（㸳）⮬⾨㝲

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

㝣 ୖ ⮬ ⾨ 㝲 

➨ １ 㸷 ᬑ 通 ⛉ 連 㝲

ア 市民等の避難等、物資の㍺㏦等における㝣ୖ㍺㏦支援 

イ その他災害応急対策の支援

（㸴）指ᐃබඹ機関 

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

஑ᕞ᪑ᐈ㕲㐨ᰴᘧ఍♫

災害時における人ဨ及び物資の⥭急㍺㏦の協力

す᪥ᮏ᪑ᐈ㕲㐨ᰴᘧ఍♫

す᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ఍♫ 災害時における避難⤒㊰及び㍺㏦⤒㊰の☜ಖ

す᪥ᮏ㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ఍♫

஑ ᕞ 支 ᗑ

災害時における通ಙの☜ಖ

1 7 7 㺘 㺮 㺋 㺤 㺗 㺎 㺚 㺌 㺻 㺛 㺼 

ᰴ ᘧ ఍ ♫ 

. ' ' , ᰴ ᘧ ఍ ♫ 

ᰴᘧ఍♫ 1 7 7  モࢥࢻ

஑ ᕞ 支 ♫ 

 ♫ᰴᘧ఍ࢡンࣂトࣇࢯ

ᴦኳモࣂイルᰴᘧ఍♫ 
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（㸵）指ᐃ地᪉බඹ機関

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

⚟ᒸ県⚟ᒸ地༊㹊㹎࢞ࢫ協఍ 災害時における㹊㹎࢞ࢫの供⤥☜ಖ

す ᪥ ᮏ 㕲 㐨 ᰴ ᘧ ఍ ♫ 災害時における人ဨ及び物資の⥭急㍺㏦の協力

⚟ᒸ国㝿空 ᰴᘧ఍♫ ⯟空機㍺㏦の安全☜ಖと空 機⬟の☜ಖ 

බ ┈ ♫ 団 ἲ 人

⚟ ᒸ 県 水 難 ᩆ ῭ ఍
水難の㝿の人࿨及び⯪⯧のᩆ助に関すること

  

᪥ ᮏ 㖟 行 ⚟ ᒸ 支 ᗑ 

ア 㖟行ๆのⓎ行ならびに通㈌および金融の調⠇ 

イ 資金Ỵ῭の円滑の☜ಖを通じಙ⏝⛛ᗎの⥔ᣢに資するための措置 

࢘ 金融機関の業ົ運Ⴀの☜ಖに係る措置 

࢚ 金融機関による金融ୖの措置の実施に係る要請 

࢜ ྛ✀措置に関する広報 

᪥ᮏ㉥十Ꮠ♫⚟ᒸ県支㒊 災害時における་⒪ᩆㆤ等の実施 

᪥ ᮏ 放 ㏦ 協 ఍ 

⚟ ᒸ 放 ㏦ ᒁ 

ア 災害情報の伝達 

イ 原子力防災▱㆑のᬑ及 

᪥ ᮏ 通 運 ᰴ ᘧ ఍ ♫ 

⚟ ᒸ 支 ᗑ 

災害時における人ဨ及び物資の⥭急㍺㏦の協力 

⚟ ᒣ 通 運 ᰴ ᘧ ఍ ♫ 

బ ᕝ 急 ౽ ᰴ ᘧ ఍ ♫ 

࣐ࣖト運㍺ᰴᘧ఍♫ 

す ⃰ 運 ㍺ ᰴ ᘧ ఍ ♫ 

᪥ ᮏ 㒑 ౽ ᰴ ᘧ ఍ ♫ 

⚟ ᒸ 中 ኸ 㒑 ౽ ᒁ 
災害時における㒑౽事業運Ⴀの☜ಖ 

す 㒊 ࢞ ࢫ ᰴ ᘧ ఍ ♫ 災害時における࢞ࢫの供⤥☜ಖ

⊂ ❧ 行 政 ἲ 人

㒔 市 ෌ 生 機 ᵓ

国等からの協力要請への対応 

ア 応急௬設住Ꮿᘓ設支援要ဨのὴ㐵に関すること 

イ その他応急ⓗに必要とされる要ဨのὴ㐵に関すること
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ᰴᘧ఍♫す᪥ᮏ᪂⪺♫

ア 災害情報の伝達

イ 原子力防災▱㆑のᬑ及 

ᰴ ᘧ ఍ ♫ ᮅ ᪥ ᪂ ⪺ ♫ 

す 㒊 ᮏ ♫ 

ᰴ ᘧ ఍ ♫ ẖ ᪥ ᪂ ⪺ ♫ 

す 㒊 ᮏ ♫ 

ᰴ ᘧ ఍ ♫ ㄞ ኎ ᪂ ⪺ 

す 㒊 ᮏ ♫ 

ᰴ ᘧ ఍ ♫ 時 事 通 ಙ ♫ 

⚟ ᒸ 支 ♫ 

୍⯡♫団ἲ人ඹྠ通ಙ♫ 

⚟ ᒸ 支 ♫ 

ᰴᘧ఍♫⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺♫ 

⚟ ᒸ 支 ♫ 

ᰴᘧ఍♫᪥ห工業᪂⪺♫ 

す 㒊 支 ♫ 

㹐㹉㹀ẖ᪥放㏦ᰴᘧ఍♫ 

ᰴᘧ఍♫ࣅࣞࢸす᪥ᮏ 

஑ᕞᮅ᪥放㏦ᰴᘧ఍♫ 

ᰴ ᘧ ఍ ♫ ⚟ ᒸ 放 ㏦ 

ᰴᘧ఍♫࢚࢚ࣇム⚟ᒸ 

ᰴᘧ఍♫㹒㹔㹏஑ᕞ放㏦ 

ᰴᘧ఍♫㹁㹐㹍㹑㹑 㹄㹋 

 ム国㝿放㏦࢚ࣇ࢚ࣈࣛ

ᰴ ᘧ ఍ ♫ 

බ ┈ ♫ 団 ἲ 人 

⚟ ᒸ 県 ト ࣛ ࢵ ࢡ 協 ఍ 
災害時における⥭急物資㍺㏦の協力 

බ ┈ ♫ 団 ἲ 人 

⚟ ᒸ 県 ་ ᖌ ఍ 
災害時における་⒪ᩆㆤ等の実施 

බ ┈ ♫ 団 ἲ 人 

⚟ ᒸ 県 ⋇ ་ ᖌ ఍ 
災害時に㈇യしたឡㆤ動物の἞⒪等の実施

୍ ⯡ ♫ 団 ἲ 人 

⚟ ᒸ 県 ṑ ⛉ ་ ᖌ ఍ 
災害時におけるṑ⛉་⒪ᩆㆤ等の実施 

බ ┈ ♫ 団 ἲ 人 

⚟ ᒸ 県 ⸆ ๣ ᖌ ఍ 
災害時の་⒪ᩆㆤ（調๣）等の実施 

බ ┈ ♫ 団 ἲ 人 

⚟ ᒸ 県 ┳ ㆤ 協 ఍ 
་⒪のどⅬからの要配慮者等への支援 

♫ ఍ ⚟ ♴ ἲ 人 

⚟ᒸ県♫఍⚟♴協㆟఍ 
⚟♴のどⅬからの要配慮者等への支援 
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（㸶）ᾘ防団

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

ᾘ  防  団 ⚟ᒸ市の実施する防災活動についての協力に関する事㡯

（㸷）その他බඹⓗ団体

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

୍⯡♫団ἲ人⚟ᒸ市་ᖌ఍ 災害時における་⒪ᩆㆤ等の実施

♫ ఍ ⚟ ♴ ἲ 人

⚟ᒸ市♫఍⚟♴協㆟఍ 

ア ⚟♴のどⅬからの㧗㱋者、㞀がい者、ஙᗂඣその他の≉に配慮を要

する者（௨ୗ「要配慮者」という。）等への支援 

イ 災害࣎ࣛン࢕ࢸアࢭンターの運Ⴀ

୍ ⯡ ♫ 団 ἲ 人

⚟ ᒸ 市 ⸆ ๣ ᖌ ఍
災害時における་⒪にかかる་⸆品の供⤥等に関する事㡯

⚟ᒸ໭஑ᕞ㧗㏿㐨㊰බ♫ 災害時における避難⤒㊰及び㍺㏦⤒㊰の☜ಖ

そ の 他 の 団 体 ⚟ᒸ市の実施する防災活動についての協力に関する事㡯

（��）原子力事業者

機 関 ྡ 所 ᤸ 事 㡯

஑ ᕞ 㟁 力 ᰴ ᘧ ఍ ♫

ア 原子力Ⓨ㟁所の防災体制の整備

イ 原子力Ⓨ㟁所の災害ண防

࢘ 災害状況の把握及び防災関係機関への情報提供

࢚ 防災ᩍ⫱及びカ⦎の実施

࢜ 原子力災害時における通報連⤡体制の整備

࢝ モニタリング設備及び機ჾ㢮の整備

࢟ 応急対策活動に要する資機ᮦ等の整備

原子力防災に関する▱㆑のᬑ及とၨⓎ ࢡ

原子力防災に係る⚟ᒸ県民の安全☜ಖに関する協ᐃ᭩（௨ୗ「安」 ࢣ

全協ᐃ」という。）による⥭急時における通報及び報࿌

ࢥ ⥭急時における災害応急対策活動体制の整備

原子力Ⓨ㟁所の施設内の応急対策 ࢧ

急時་⒪措置の実施のための協力⥭ ࢩ

 ⌮放射性物質の௜╔したᗫᲠ物のฎ ࢫ

モニタリングの実施 ࢭ

防災関係機関が実施する防災対策への協力 ࢯ

タ 相談窓口の設置

原子力Ⓨ㟁所の災害復旧 ࢳ
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第８節 企業・ᕷ民等のᙺ๭

原子力災害がⓎ生したሙྜには、市及び防災関係機関・団体による対応ࡔけでは、十分な対策がㅮじられ

るとは㝈らない。原子力災害は஬ឤでឤじることができないため、被ࡤくのప減・᭱小໬の観Ⅼからは、 ୍ ⩏ⓗ

には国や原子力事業者、県、市などがⓎಙするྛ✀情報に基づき、企業や市民等が෭㟼にุ᩿し、 ㎿㏿に行動す

ることが必要である。

また、市内ྛ地域における避難等の対策の実施にあたっては、他の災害とྠᵝに、⮬୺防災組織・⮬἞఍・

その他地域団体が協力して行動することが㔜要である。

なお、原子力災害時には被害の⛬ᗘがᐜ᫆にุ᩿できないため、┤᥋ⓗな被害が生じていないにもかかわ

らࡎ、風評等による間᥋ⓗな被害が生じるྍ⬟性もあり、♫఍ⓗ混乱や風評被害のప減・᭱小໬の観Ⅼから、

企業や市民等が正しい情報に基づきྜ⌮ⓗに行動することが不ྍḞである。そのため、企業や市民等は、ᖹ

⣲から原子力防災に関する▱㆑の⩦ᚓに努めることが㔜要である。
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第第２２章章  原原子子力力災災害害事事前前対対策策  

  
第１節 基本方針 

第２節 情報の収集・連絡体制等の整備

第３節 緊急事態応急体制の整備 

第４節 屋内退避等に係る体制の整備

第５節 避難受入れ活動体制の整備 

第６節 緊急輸送活動体制の整備 

第７節 救助・救急、医療及び防護資機材等の整備

第８節 市民等への的確な情報伝達体制の整備 

第９節 行政機関の業務継続計画の策定 

第１０節 関係自治体からの避難者の受入・支援体制の整備

第１１節 原子力防災等に関する市民等に対する知識の普及 

と啓発 

第１２節 緊急事態応急対策に従事する者に対する研修

第１３節 防災訓練等の実施 

第１４節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応

第１５節 災害復旧への備え 
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Ӑ ➨２❶ 原子力災害事๓対策 ӑ

第㸯節 ᇶᮏ᪉㔪

ᮏ❶は、安全協ᐃ、原災ἲ及び災害対策基ᮏἲに基づき実施するண防体制の整備及び原子力災害の事๓対

策を中心にᐃめるものである。

第２節 情報の཰㞟・㐃⤡体制等の整備

原子力防災体制に関する情報の཰㞟及び連⤡を円滑に行うため、ḟに掲ࡆる事㡯について体制等を整備

しておくものとする。

㸯 情報の཰㞟・㐃⤡体制の整備

（１）市と関係機関相஫の連携体制の☜ಖ

原子力災害に対し୓全をᮇすため、国、県、原子力事業者その他防災関係機関との間において☜実

な情報の཰㞟・連⤡体制の整備を図るものとする。 

また、原子力事業者との安全協ᐃの╔実な運⏝を図るものとする。

（２）機動ⓗな情報཰㞟体制

機動ⓗな情報཰㞟活動を行うため、国及び県と協力し、㌴୧などከᵝな情報཰㞟ᡭẁを活⏝できる

体制の整備を図るものとする。

（３）情報の཰㞟・連⤡にあたる要ဨの指ᐃ

㎿㏿かつⓗ☜な災害情報の཰㞟・連⤡の㔜要性に㚷ࡳ、Ⓨ災⌧ሙの状況等について情報の཰㞟・連

⤡にあたる要ဨをあらかじめ指ᐃしておくなどὴ㐵できる体制の整備を図るものとする。

（㸲）㠀ᖖ通ಙ協㆟఍との連携

㠀ᖖ通ಙ協㆟఍と連携し、㠀ᖖ通ಙ体制の整備、᭷・↓線通ಙࢸࢫࢩムの୍体ⓗ運⏝及び応急対策等

⥭急時の㔜要通ಙの☜ಖに関する対策の᥎進を図るものとする。

（㸳）⛣動通ಙ⣔の活⏝体制

市は、関係機関と連携し、⛣動⣔防災↓線、携ᖏ㟁ヰ等による⛣動通ಙ⣔の活⏝体制の整備を図るも

のとする。

（㸴）関係機関等から意ぢ⫈取等ができる௙組ࡳのᵓ⠏

災害対策ᮏ㒊に意ぢ⫈取・連⤡調整等のため、関係機関等のฟᖍを求めることができる௙組ࡳのᵓ

⠏に努めるものとする。

２ 情報の分ᯒ整⌮

（１）人ᮦの⫱成・☜ಖ

཰㞟した情報をⓗ☜に分ᯒ整⌮するための人ᮦの⫱成・☜ಖに努める。

（２）原子力防災関連情報の཰㞟・⵳✚と฼⏝の促進

ᖹᖖ時より原子力防災関連情報の཰㞟・⵳✚に努めるものとする。
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（３）防災対策ୖ必要とされる資料

応急対策のⓗ☜な実施に資するため、原子力施設（事業所）に関する資料、♫఍環境に関する資料、  

防ㆤ資機ᮦ等に関する資料を適ษに整備し、市災害対策ᮏ㒊に適ษに備࠼௜けるものとする。

㸱  ㏻ಙᡭẁ・⤒㊰のከᵝ໬

市、県、国及び原子力事業者は、原子力防災に関する情報の཰㞟及び連⤡を円滑に行うための体制等を

整備するものとする。

また、原子力防災対策を円滑に実施するため、国、県と連携し、原子力施設からの状況報࿌や関係機関

相஫の連⤡が㎿㏿かつ正☜に行われるよう、あらかじめ⥭急時通ಙ連⤡⥙にకうㅖ設備等の整備を行うとと

もに、その᧯స᪉ἲ等について⩦⇍しておく。 

また、通ಙ事業者に対する⛣動基地ᒁ㌴୧のὴ㐵要請などの⥭急措置について事๓調整するものとする。

（１）防災行政↓線等のಖᏲ、運⏝ 

ձ 防災行政↓線等のಖᏲ

防災行政↓線等の౑⏝に支㞀を᮶さないよう、機ჾのಖᏲⅬ᳨・通ಙⅬ᳨をᐃᮇⓗに行う。 

ղ ᪥ᖖ業ົでの౑⏝

防災行政↓線等の౑⏝に⩦⇍し、また↓線機の状況を把握するために、᪥ᖖの業ົのなかで✚ᴟⓗ

に↓線を౑⏝する。

なお、携ᖏ⏝↓線機は、ྛᒁ・༊に配備しているので、屋外での行事等において✚ᴟⓗに฼⏝するもの

とする。

ճ ౑⏝カ⦎等

⥲ྜ防災カ⦎その他のカ⦎、防災に関する◊ಟ等の機఍において、防災行政↓線等の౑⏝カ⦎、 

↓線を౑⏝した情報伝達カ⦎等を行うものとする。

また、බ民㤋等に設置している↓線機を、බ民㤋⫋ဨ、⮬୺防災組織ᙺဨ、その他の地域市民が ౑

⏝できるよう、地域での防災ㅮ⩦等の機఍に↓線機取ᢅいのㅮ⩦、実⩦等を行う。

（２）他の通ಙᡭẁの☜ಖ

ձ 災害時ඃ先㟁ヰの࿘▱ 

㹌㹒㹒の災害時ඃ先㟁ヰの所在を⫋ဨに࿘▱するものとする。

ղ 関係機関との通ಙᡭẁ

市に設置されている県防災行政↓線について、県が୺催するㅮ⩦、情報伝達カ⦎に参加するとと

もに、県との連⤡において✚ᴟⓗに౑⏝するものとする。

（３）情報ฎ⌮体制の整備

ձ 情報ฎ⌮の⩦⇍

情報の受ಙ、Ⓨಙ、情報㞟⣙᪉ἲ、報࿌等の災害時の情報ฎ⌮について、⥲ྜ防災カ⦎、その他の情

報伝達カ⦎や防災に関する◊ಟ等において、カ⦎を行い、業ົに⩦⇍するものとする。

ղ ᵝᘧ等の整備

情報ฎ⌮に要するᵝᘧ等についていつでも౑࠼るよう必要な‽備を整࠼るものとする。 
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（㸲）↓線等の整備ィ⏬

ձ 防災行政↓線等 

᭷線㏵⤯時の通ಙの☜ಖや災害時の㎿㏿・ⓗ☜な情報伝達を図るため、防災行政↓線等をィ⏬ⓗに

᭦᪂整備するものとする。

ղ ⚟ᒸ県防災行政↓線 

ᾘ防ᒁ及び市民ᒁに設置し、運⏝するものとする。

（㸳）㠀ᖖ⏝㟁※等の☜ಖ

庁舎等が೵㟁したሙྜに備࠼、㠀ᖖ⏝㟁※設備を整備（⿵඘⏝⇞料をྵࡴ。）し、ᑓ㛛ⓗな▱ぢ・

ᢏ⾡をもとに⪏㟈性のあるሀᅛなሙ所への設置等を図るものとする。

第㸱節 ⥭ᛴ事ែᛂᛴ体制の整備

原子力災害時の応急対策活動をຠᯝⓗに行うため、災害応急体制に係る事㡯について᳨ウするとともに、 

あらかじめ必要な体制を整備するものとする。

また、᳨ウ⤖ᯝ等については、➨３❶「⥭急事態応急対策」に཯ᫎさࡏるものとする。

㸯 情報཰㞟ែໃ・㆙ᡄែໃࢆとるࡵࡓにᚲせな体制等の整備

（１）情報཰㞟態ໃをとるために必要な体制 

市は、情報཰㞟事態（బ㈡県⋞ᾏ町において、㟈ᗘ㸳ᙅ又は㸳ᙉの地㟈がⓎ生したሙྜをいう。௨

ୗྠじ。）のⓎ生をぬ▱したሙྜ、㏿やかに⫋ဨを㠀ᖖ参㞟さࡏ、情報཰㞟態ໃをとるために必要な

体制を整備する。 

（２）警ᡄ態ໃをとるために必要な体制 

市は、警ᡄ事態（原子力災害対策指針に基づく「警ᡄ事態」であり、బ㈡県⋞ᾏ町において、㟈ᗘ

㸴ᙅ௨ୖの地㟈がⓎ生したሙྜをྵࡴ。௨ୗྠじ。）のⓎ生をぬ▱をしたሙྜ、又は安全協ᐃ➨２᮲等

に基づき、警ᡄ事態ⱝしくは施設ᩜ地⥭急事態（原子力災害対策指針に基づく「施設ᩜ地⥭急事態」

であり、原災ἲ➨１㸮᮲➨１㡯๓ẁのつᐃにより通報を行う࡭き事㇟をいう。௨ୗྠじ。）Ⓨ生の連

⤡を県ⱝしくは原子力事業者より受けたሙྜ、㏿やかに⫋ဨを㠀ᖖ参㞟さࡏ、༴機⟶⌮┘をᮏ㒊㛗と

する災害警ᡄᮏ㒊を設置・運Ⴀするため、࣐ニࣗアルのస成など、警ᡄ態ໃをとるために必要な体制

を整備する。

２ 災害対⟇ᮏ㒊体制の整備

市は、全㠃⥭急事態がⓎ生し内㛶⥲⌮኱⮧が原子力⥭急事態ᐉゝをⓎฟしたሙྜ又は市㛗が必要とㄆめ

たሙྜに、市㛗をᮏ㒊㛗とする災害対策ᮏ㒊を㎿㏿・ⓗ☜に設置・運Ⴀするため、災害対策ᮏ㒊の設置ሙ

所、⫋ົ権㝈、ᮏ㒊の組織・所ᤸ事ົ、⫋ဨの参㞟配備体制、ᮏ㒊運Ⴀに必要な資機ᮦの調達᪉ἲ等につ

いてあらかじめᐃめておくものとする。

なお、市は、㎿㏿な防ㆤ対策の実施が必要となったሙྜに備࠼、防ㆤ対策の指♧を行うための体制につ

いてあらかじめᐃめておくものとする。この㝿の意ᛮỴᐃについてはุ᩿の㐜⁫がないよう、意ᛮỴᐃ者へ

の情報の連⤡及び指♧のための情報伝達᪉ἲと、意ᛮỴᐃ者不在時の௦⌮者をあらかじめ取りỴめておくもの

とする。

㸱 㜵災㛵係ᶵ㛵相஫の㐃ᦠ体制

市は、ᖹᖖ時から国、県、⮬⾨㝲、警察、ᾘ防、ᾏୖಖ安庁、་⒪機関、指ᐃබඹ機関、指ᐃ地᪉බඹ

機関、原子力事業者、その他の関係機関と原子力防災体制につき相஫に情報஺᥮し、ྛ防災関係機関のᙺ๭

分ᢸをあらかじめᐃめ、相஫の連携体制のᙉ໬に努めるものとする。
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４ ᾘ㜵の相஫ᛂ援体制

市は、ᾘ防の応援について県内外の㏆㞄市町村及び県内全市町村による協ᐃの⥾⤖の促進、ᾘ防相஫応援

体制の整備に努めるものとする。 

５ ⮬⾨㝲との㐃ᦠ体制

市は、県▱事に対し、⮬⾨㝲へのὴ㐵要請が㎿㏿に行࠼るよう、あらかじめ要請のᡭ㡰、連⤡調整窓口、

連⤡の᪉ἲを取りỴめておくとともに、連⤡及び受入体制の整備等必要な‽備を整࠼ておくよう要求するも

のとする。

６ ᗈ域ⓗなᛂ援協力体制のᣑ඘・ᙉ໬

（１）応援協ᐃ⥾⤖㒔市との連携

「஑ᕞ市㛗఍における災害時相஫支援ࣛࣉン」や「広域・኱つᶍ災害時における指ᐃ㒔市市㛗఍行動

ィ⏬」及び「��኱㒔市災害時相஫応援に関する協ᐃ」の実ຠ性を☜ಖするため、ྛ⥾⤖㒔市との間で、

防災ィ⏬等防災に関し必要な情報を஺᥮するなど、᪥ᖖからᐦ᥋な連携をとっていくものとする。

（２）防災関係機関との連携

⮬⾨㝲、県、指ᐃ地᪉行政機関、指ᐃ地᪉බඹ機関その他の防災関係機関と、防災ィ⏬の࿘▱、市の防災

体制等必要な情報を஺᥮するなど、᪥ᖖからᐦ᥋な連携をとっていくものとする。

（３）ྛ業ົにおける広域協力体制の᥎進

関係ྛ㒊ᒁにおいて、他の⮬἞体、団体等との協㆟఍その他を通じて、防災に関する情報஺᥮を行うな

ど᪥ᖖの協力関係を☜❧する࡯か、必要に応じてྛ業ົに関する災害時の協力内ᐜ等について協㆟していく。

また、ྛ✀応援協ᐃ等に基づく対応について、その成ᯝとㄢ㢟等の᳨証を行い、より円滑かつຠᯝⓗな運⏝

ができるよう、ྛ協ᐃの᭦なる඘実を図っていくものとする。 

７ モニタリング体制等

県は、⥭急時における㎿㏿かつ円滑な避難等の防ㆤ対策に資するため、また、原子力施設からの放射性物

質又は放射線の放ฟによる࿘㎶環境への影響評౯に資するため、ᖹᖖ時からモニタリングを実施するとともに、

実施要㡿の策ᐃ、設備・機ჾの整備・⥔ᣢ、要ဨの☜ಖ、関係機関との協力体制の☜❧等、 県内全域におけるモニ

タリング体制を整備するものとする。

市は、国が⤫ᣓする⥭急時モニタリングࢭンターの実施する⥭急時モニタリングにおいて、県をはじめと

する関係機関との協力・連携体制を整備するものとする。

８ 」ྜ災害に備ࡓ࠼体制の整備

」ྜ災害（ྠ時又は連⥆して２௨ୖの災害がⓎ生し、それらの影響が」㞧໬することにより、被害が῝

้໬し、災害応急対応がᅔ難になる事㇟）のⓎ生ྍ⬟性をㄆ㆑し、備࠼を඘実する。なお、災害対応に当

たる要ဨ、資機ᮦ等について、後Ⓨ災害のⓎ生がᠱᛕされるሙྜには、先Ⓨ災害にከくを動ဨし後Ⓨ災害に不

足が生じるなど、ᮃましい配分ができないྍ⬟性があることに留意する。

また、ᮏ⦅は、原子力災害への対応を基ᮏに記載するものであるが、ྛ✀対策の実ຠ性☜ಖの観Ⅼから、

「⚟ᒸ市地域防災ィ⏬」ᮏ⦅と相஫に⿵᏶さࡏつつ、状況に応じて、それࡒれのィ⏬を適ษに運⏝することに

より、ᰂ㌾に対応するものとする。 
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第４節 ᒇෆ㏥㑊等に係る体制の整備

市は、原子力災害時における屋内退避等の市民への防ㆤ対策に係る事㡯について᳨ウするとともに、あら

かじめ必要な体制を整備するものとする。

また、᳨ウ⤖ᯝ等については、➨３❶「⥭急事態応急対策」に཯ᫎさࡏるものとする。

㸯 ุ᩿ᇶ‽の整備（ᒇෆ㏥㑊ࠊ㑊㞴等）

市は、屋内退避等の市民への防ㆤ対策の実施に係るุ᩿基‽を整備するものとする。ุ᩿の基‽として

は、国の原子力災害対策ᮏ㒊㛗からの指♧によるሙྜの࡯か、原子力災害対策指針に基づき原子力事業者

がᐃめる㹃㸿㹊（⥭急時活動ࣞベル）の状況についても⪃慮するものとする。

２ 対㇟者等のᢕᥱ

市は、屋内退避等の防ㆤ対策を行ったሙྜにおいて、対㇟者など、実施状況をⓗ☜に☜ㄆするための体

制を整備するものとする。≉に、対㇟者の人ᩘ、連⤡᪉ἲの࡯か、要配慮者等≉ูな配慮が必要な対㇟者に

ついて、㔜Ⅼⓗに把握に努めるものとする。

㸱 ᒇෆ㏥㑊ᐇ᪋体制の整備

市は、屋内退避の実施に必要な情報伝達᪉ἲ、及び実施状況を☜ㄆする᪉ἲ等、必要な体制の整備に努

めるものとする。
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第５節 㑊㞴ཷධࢀ活ື体制の整備

㸯 㑊㞴ィ⏬の作成

（１）市は、国、県及び原子力事業所の協力のもと、屋内退避及び避難ㄏᑟのためのィ⏬をస成するものと

する。

（２）避難ィ⏬のస成にあたっては、ண防ⓗ防ㆤ措置を‽備する༊域（㹎㸿㹘）及び原子力災害対策指針

に基づく⥭急防ㆤ措置を‽備する༊域（㹓㹎㹘）をྵࡴ⮬἞体の住民避難等が先行して行われるた

め、 その円滑な避難等が実施できるよう配慮しながら、原子力災害対策指針に基づくィ⏬を策ᐃする

ものとする。

（３）避難先の㑅ᐃにあたっては、避難先からの᭦なる避難等をᣍかないように配慮するものとする。 

なお、ಶูの⮬἞体の境界を㉺࠼た広域の避難ィ⏬の策ᐃが必要なሙྜにおいては、国及び県が中心

となって⮬἞体間の調整を図るものとする。 

また、地域࣑ࣗࢥニ࢕ࢸの⥔ᣢに╔┠し、ྠ୍地༊の市民の避難先はྠ୍地域に☜ಖするよう努める

ものとする。

２ 㑊㞴ᡤ等の整備

（１）避難所等の整備

避難所の指ᐃにあたっては、風ྥ等のẼ㇟᮲௳により避難所が౑⏝できなくなるྍ⬟性を⪃慮し、 

国及び県の協力のもと、広域避難に係る市町村間による協ᐃの⥾⤖を᥎進する等、広域避難体制を整備

するものとする。

なお、避難等や避難退域時᳨査等のሙ所として指ᐃされたᘓ物については、必要に応じ、⾨生⟶⌮等

避難生活の環境をⰋዲにಖつための、設備の整備に努めるものとする。

（２）避難ㄏᑟ⏝資機ᮦ、⛣㏦⏝資機ᮦ・㌴୧等の整備

市は、県等と連携し、市民等の避難ㄏᑟ・⛣㏦に必要な資機ᮦ・㌴୧等の整備に努めるものとする。 

また、県と協力し、広域避難を᝿ᐃした避難ㄏᑟ⏝資機ᮦ、⛣㏦⏝資機ᮦ・㌴୧等を☜ಖするものと

する。

（３）広域୍時⁫在に係る応援協ᐃの⥾⤖

市は、県と連携し、኱つᶍ広域災害時に円滑な広域避難がྍ⬟となるよう、他の地᪉බඹ団体との広

域୍時⁫在に係る応援協ᐃを⥾⤖するなど、Ⓨ災時のල体ⓗな避難・受入᪉ἲをྵめたᡭ㡰等をᐃめるよ

う努めるものとする。

（㸲）応急௬設住Ꮿの整備

市は、国、県、企業等と連携し、避難者の健全な住環境の᪩ᮇ☜ಖがྍ⬟となるよう、あらかじめ応

急௬設住Ꮿ（㈤㈚ᆺ・ᘓ設ᆺ）の供୚体制を整備しておくものとする。 

また、㈤㈚ᆺ応急住Ꮿ及びᘓ設ᆺ応急住Ꮿの供୚に関する事㡯は「⚟ᒸ市地域防災ィ⏬」ࠗᮏ⦅࠘によ

るものとする。

（㸳）避難所における設備及び物資の備⵳等の整備

市は、県と連携し、避難所において、要配慮者等にも配慮した避難等の実施に必要な施設・設備の整備

に努めるとともに、被災者による災害情報の入ᡭに必要な機ჾの整備や避難生活に必要な物資等の備⵳に

努めるものとする。
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㸱 せ㓄៖者等の㑊㞴支援体制の整備

（１）災害Ⓨ生時の要配慮者の避難支援に備࠼、状況の把握を行う࡯か、情報伝達᪉ἲ、地域の「ඹ助」に

よる避難支援対策の᥎進について必要な整備を行うものとする。 

また、地域住民には防災ㅮ⩦఍や防災カ⦎等を通じて要配慮者への配慮についてၨⓎしていくものと

する。避難行動要支援者については、避難行動要支援者ྡ⡙を活⏝し、避難支援等関係者その他の者の

協力をᚓて、実施するものとする。

（２）⑓㝔等་⒪機関及び♫఍⚟♴施設の⟶⌮者は、県及び市と連携し、ᝈ者や฼⏝者の安全を☜ಖす

るため、通㝔ᝈ者や通所者等を安全にᖐᏯさࡏるための᪉ἲ、入㝔ᝈ者や入所者等の屋内退避の᪉ἲに

ついて᳨ウしておくものとする。

４ Ꮫᰯ等᪋設にࡅ࠾る㑊㞴ィ⏬の整備

Ꮫᰯ等施設は、原子力災害時におけるඣ❺、生ᚐ及びᏛ生（௨ୗ「生ᚐ等」という。）の安全を☜ಖ

するため、屋内退避の᪉ἲ、安全にᖐᏯさࡏるための᪉ἲ、ಖㆤ者へのᘬきΏし᪉ἲ等について᳨ウして

おくものとする。

５ ᕷ民等のᒇෆ㏥㑊等の☜ㄆ体制の整備

市は、屋内退避等の指♧等を行ったሙྜにおいて、市民等の避難状況をⓗ☜に☜ㄆするための体制をあ

らかじめ整備しておくものとする。

なお、避難状況の☜実な把握にྥけて、市が指ᐃした避難所௨外に避難等をするሙྜがあることに留意

するものとする。

６ 㑊㞴ᡤ・㑊㞴᪉ἲ等の࿘▱

市は、避難等や避難退域時᳨査等のሙ所・避難ㄏᑟ᪉ἲ（⮬ᐙ⏝㌴の฼⏝、⥭急避難にకう஺通ㄏᑟ

等をྵࡴ。）、屋内退避の᪉ἲ等について、᪥㡭から市民への࿘▱徹底に努めるものとする。

第６節 ⥭ᛴ㍺㏦活ື体制の整備

㸯 ᑓ㛛ᐙの⛣㏦体制の整備

放射線་Ꮫ⥲ྜ◊✲所、指ᐃබඹ機関等からのモニタリング、་⒪等に関するᑓ㛛ᐙの⌧地への⛣㏦

協力について県があらかじめᐃめるሙྜには、これに協力するものとする。

２ ⥭ᛴ㍺㏦㊰の☜ಖ体制等の整備

市は、市が⟶⌮する㐨㊰஺通関連設備について、⥭急㍺㏦活動を円滑に行う㐨㊰機⬟を☜ಖするため、 㐨㊰

をはじめとする஺通関連設備の඘実を図るものとする。
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第７節 ᩆຓ・ᩆᛴࠊ་⒪及び㜵ㆤ㈨ᶵᮦ等の整備

㸯 ᩆຓ・ᩆᛴ活ື⏝㈨ᶵᮦの整備

市は、国から整備す࡭き資機ᮦに関する情報提供等を受け、県と協力し、応急措置の実施に必要なᩆ急

ᩆ助⏝資機ᮦ、ᩆ助工స㌴、ᩆ急⮬動㌴、ࢫࣂ、広報㌴等の整備に努めるものとする。

２ ᩆຓ・ᩆᛴᶵ⬟のᙉ໬

市は、県と連携し、⫋ဨの安全☜ಖを図りつつ、ຠ⋡ⓗなᩆ助・ᩆ急活動を行うため、相஫の連携体制

のᙉ໬を図るとともに、⫋ဨのᩍ⫱カ⦎を行い、ᩆ助・ᩆ急機⬟のᙉ໬を図るものとする。

㸱 ཎᏊ力災害་⒪活ື体制等の整備

市は、国からの指♧に基づき県が避難住民等に対して行う避難退域時᳨査、⡆᫆除染（⬺⾰及びᣔき

取り等）等原子力災害་⒪について協力するものとし、体制の整備を図るものとする。

４ ⥭ᛴ事ែᛂᛴ対⟇にᚑ事する者のᏳ඲☜ಖのࡵࡓの㈨ᶵᮦ等の整備

（１）市は、国及び県と協力し、応急対策を行う⥭急事態応急対策にᚑ事する者の安全☜ಖのための資機ᮦ

をあらかじめ整備するものとする。

（２）市は、応急対策を行う⥭急事態応急対策にᚑ事する者の安全☜ಖのため、ᖹᖖ時より、国、県及び原

子力事業者と相஫にᐦ᥋な情報஺᥮を行うものとする。

５ ≀㈨のㄪ㐩ࠊ౪⤥体制の整備

市は、備⵳を行うにあたって、኱つᶍな地㟈がⓎ生したሙྜには、物資の調達や㍺㏦がᖹᖖ時のように

は実施できないというㄆ㆑に❧ってึᮇの対応に十分な㔞を備⵳する࡯か、物資の性᱁に応じ、㞟中備⵳

及び避難所の఩置を຺᱌した分ᩓ備⵳を行う等の観Ⅼに対しても配慮するなど体制を整備するものとす

る。 

また、物資の調達、供⤥体制の整備に関する事㡯は「⚟ᒸ市地域防災ィ⏬」ࠗᮏ⦅࠘によるものとす

る。 

６ Ᏻᐃࣚ࢘⣲๣の備⵳

国の原子力災害対策指針を⪃慮し、安ᐃࣚ࢘⣲๣の᭹⏝に係る防ㆤ対策の指ᶆを㉸࠼る放射性ࣚ࢘⣲

の放ฟ又はそのおそれがあるሙྜに、┤ࡕに᭹⏝対㇟の避難者等が安ᐃࣚ࢘⣲๣を᭹⏝できるよう備⵳を

行うものとする。

備⵳㔞については、⋞ᾏ原子力Ⓨ㟁所から��NPᅪ内の全住民の１ᅇ᭹⏝相当㔞について、国による備

⵳配備の状況等を㋃ま࠼、備⵳を行うものとする。

また、市民に対して、㎿㏿かつ適ษに安ᐃࣚ࢘⣲๣が配ᕸされるよう、௒後、原子力災害対策指針等の

ᨵᐃの状況等を㋃ま࠼、備⵳㔞・ሙ所、搬㏦ᡭẁ等について᳨ウを行う。

第８節 ᕷ民等へのⓗ☜な情報伝㐩体制の整備

㸯 ᥦ౪すࡁ࡭情報の整⌮

市は、国及び県と連携し、警ᡄ事態Ⓨ生後の⤒㐣に応じて市民等に提供す࡭き情報について、わかりや

すい౛ᩥを‽備するなどල体ⓗな内ᐜを整⌮しておくものとする。
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２ 情報伝㐩ᡭẁの整備

市は、地㟈やὠἼ等との」ྜ災害における情報伝達体制を☜ಖするとともに、被災者へⓗ☜な情報をᖖ

に伝達できるよう、防災行政↓線等の↓線設備、広報㌴୧等の施設、⿦備の整備を図るものとする。

㸱 相談窓口の整備

市は、国、県と連携し、市民等からのၥいྜわࡏに対応する市民相談窓口の設置等についてあらかじめ

その᪉ἲ、体制等についてᐃめておくものとする。

４ 情報伝㐩体制の整備

（１）市は、原子力災害の≉Ṧ性に㚷ࡳ、国及び県と連携し、要配慮者及び୍時⁫在者に対し、災害情報が

㎿㏿かつ⁫りなく伝達されるよう、࿘㎶市民、⮬୺防災組織等の協力をᚓながら、ᖹᖖ時よりこれらのも

のに対する情報伝達体制の整備に努めるものとする。

（２）市は、全国▐時警報ࢸࢫࢩム（㹈㸫㸿㹊㹃㹐㹒）、防災行政↓線等、ࣅࣞࢸ、ࣛジ࢜等の報㐨機

関への放㏦౫㢗、࣓ールࢸࢫࢩム、広報㌴など、あらゆるᡭẁを活⏝し、市民等に㎿㏿かつ☜実に伝わ

るよう情報・伝達ルートのከ㔜໬の促進を図るものとする。

第９節 ⾜ᨻᶵ㛵の業ົ⥅⥆ィ⏬の⟇ᐃ

災害Ⓨ生時の災害応急対策等の実施やඃ先ᗘの㧗い通ᖖ業ົの⥅⥆のため、災害時に必要となる人ဨや

資機ᮦ等を必要なሙ所にⓗ☜にᢞ入するための事๓の‽備体制と事後の対応力のᙉ໬を図る必要がある

ことから、庁舎の所在地が避難のための❧退きの指♧を受けた地域にྵまれたሙྜの退避先を

あらかじめᐃめておくとともに、業ົ⥅⥆ィ⏬の策ᐃ等により、業ົ⥅⥆性の☜ಖを図るものとする。 

また、実ຠ性ある業ົ⥅⥆体制を☜ಖするため、必要な資※の⥅⥆ⓗな☜ಖ、ᐃᮇⓗなᩍ⫱・カ⦎・Ⅼ᳨

等の実施、カ⦎等を通じた⤒㦂の⵳✚や状況のኚ໬等に応じた体制のぢ┤し、ィ⏬の評౯・᳨証等を㋃ま࠼た

ᨵゞ等を行うものとする。

第㸯㸮節 㛵係⮬἞体からの㑊㞴者のཷධ・支援体制の整備

災害の状況により、関係⮬἞体の行政༊域全域に及ࡪ避難等が必要であるとㄆめる等のሙྜは、災害対策

基ᮏἲ➨��᮲➨１㡯のつᐃに基づく県の要請のもと避難者等の受け入れ及び避難所の設置等を行うための整

備について᳨ウを行う。

㸯 対ᛂ㈨※の☜ㄆ

関係⮬἞体の避難者の受入れ施設は、ィ⏬にᐃめる避難所とし、ೃ⿵施設の受入れ人ᩘ、ᖹ時の฼⏝

状況等についてあらかじめ把握しておくものとする。

また、県及び関係⮬἞体と協㆟のୖ、避難者の受け入れに㝿して提供ྍ⬟な市の対応資※（避難所の運

Ⴀ体制、㣧㣗物や生活必㟂品等）を☜ㄆするものとする。
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２ ཷධ・支援ィ⏬

関係⮬἞体からの避難者の受け入れを行う㝿及び行った㝿に市が実施する活動のための受け入れ・支

援ィ⏬の策ᐃにྥけ、県及び関係⮬἞体との間で協㆟・᳨ウを行うものとする。

第㸯㸯節 ཎᏊ力㜵災等に㛵するᕷ民等に対する▱㆑のᬑ及とၨⓎ

㸯 ཎᏊ力㜵災に㛵する▱㆑のᬑ及とၨⓎ

市は、原子力防災に関する▱㆑のᬑ及とၨⓎのため、市民等に対し、国、県及び原子力事業者と協力

して、ḟに掲ࡆる事㡯について広報活動を実施するものとする。

（１）放射性物質及び放射線の≉性に関すること

（２）原子力施設のᴫ要に関すること

（３）原子力災害とその≉性に関すること

（㸲）放射線による健康への影響及び放射線防ㆤに関すること

（㸳）⥭急時に、市、国及び県等がㅮࡎる対策の内ᐜに関すること

（㸴）屋内退避、避難所に関すること

（㸵）要配慮者への支援に関すること

（㸶）⥭急時にとる࡭き行動

（㸷）避難所での運Ⴀ⟶⌮、行動等に関すること

２ 㜵災ᩍ⫱の඘ᐇ

ᩍ⫱機関、民間団体等とのᐦ᥋な連携のもと、広く市民等に対し防災ᩍ⫱を実施する。≉にᩍ⫱機関に

おいては、防災に関するᩍ⫱の඘実に努めるものとする。

㸱 せ㓄៖者等への㓄៖

防災▱㆑のᬑ及とၨⓎは、要配慮者に十分配慮することにより、地域において要配慮者を支援する体制

が整備されるよう努めるとともに、被災時の⏨ዪのニーࢬの㐪い等、⏨ዪ཮᪉のどⅬや性ⓗ࣐イࣀリ࢕ࢸ 

へ十分に配慮するよう努めるものとする。

４ 災害の伝ᢎ

㐣ཤに㉳こった኱災害のᩍカや災害ᩥ໬を☜実に後ୡに伝࠼ていくため、኱災害に関する調査分ᯒ⤖

ᯝやᫎീをྵめたྛ✀資料をアー࢝イࣈとして広く཰㞟・整⌮し、適ษにಖᏑするとともに、広く୍⯡の

人ࠎが㜀ぴできるようබ開に努めるものとする。
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㜵
災
カ
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等
の
ᐇ
᪋

第㸯２節 ⥭ᛴ事ែᛂᛴ対⟇にᚑ事する者に対する◊ಟ

市は、国及び県と連携し、応急対策全⯡への対応力を㧗めることにより、原子力防災対策の円滑な実施を

図るため、国、指ᐃබඹ機関等が⥭急事態応急対策にᚑ事する者にྥけて実施する原子力防災に関する◊ಟの

✚ᴟⓗな活⏝を᥎進する等、人ᮦ⫱成に努めるものとする。 

また、◊ಟ成ᯝをカ⦎等においてල体ⓗに☜ㄆし、⥭急時モニタリングや原子力災害་⒪の必要性など、原子

力災害の≉Ṧ性を㋃ま࠼、◊ಟ内ᐜの඘実を図るものとする。

（１）原子力防災体制及び組織に関すること

（２）原子力施設のᴫ要に関すること

（３）原子力災害とその≉性に関すること

（㸲）放射線による健康への影響及び放射線防ㆤに関すること

（㸳）モニタリング実施᪉ἲ及び機ჾに関すること

（㸴）原子力防災対策ୖのㅖ設備に関すること

（㸵）⥭急時に市、県及び国等がㅮࡎる対策の内ᐜ

（㸶）⥭急時に市民等がとる࡭き行動及び留意事㡯に関すること

（㸷）原子力災害་⒪（応急ᡭ当をྵࡴ）に関すること

（��）原子力災害時の被災者に対する心のࢣアに関すること

（��）リ࣑ࣗࢥࢡࢫニࢣーࣙࢩンに関すること

（��）その他⥭急時対応に関すること

第㸯㸱節 㜵災カ⦎等のᐇ᪋

㸯 カ⦎ィ⏬の⟇ᐃ

市は、国、県、原子力事業者等関係機関の支援のもと、防災活動の要⣲ࡈと又はྛ要⣲を組ྜࡳわࡏた

カ⦎の実施ィ⏬の企⏬❧᱌を県とඹྠ又は⊂⮬に行うものとする。

（１）災害対策ᮏ㒊等の設置運Ⴀカ⦎

（２）⥭急時通ಙ連⤡カ⦎

（３）⥭急時モニタリングカ⦎

（㸲）原子力災害་⒪対策カ⦎

（㸳）住民などに対する情報提供カ⦎ 

（㸴）住民参加カ⦎ 

（㸵）その他必要なカ⦎

２ カ⦎のᐇ᪋

要⣲ูカ⦎等を実施する㝿は、ィ⏬に基づき、国、県、原子力事業者等関係機関と連携し、防災活動

の要⣲ࡈと又はྛ要⣲を組ྜࡳわࡏたカ⦎をᐃᮇⓗに実施するものとする。
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㸱 ᐇ㊶ⓗなカ⦎のᐇ᪋と事ᚋ評౯

市は、カ⦎を実施する㝿は、኱つᶍな⮬↛災害等の」ྜ災害や㔜኱事ᨾ等原子力⥭急事態をල体ⓗに᝿

ᐃしたヲ⣽なࢼࢩリ࢜に基づき、࿘㎶市民避難カ⦎などの実動カ⦎やᮘୖにおいて᝿ᐃ事ᨾに対する対応や

ุ᩿を試すカ⦎等の工ኵや図ୖ₇⩦の᪉ἲㄽを活⏝するなど、⌧ሙにおけるุ᩿力のྥୖにつながる実㊶ⓗな

ものとなるよう工ኵするものとする。

また、当該カ⦎の┠ⓗ、ࢡࢵ࢙ࢳす࡭き㡯┠の設ᐃをල体ⓗにᐃめて行うとともに、カ⦎⤊஢後、ᑓ㛛

ᐙも活⏝しつつカ⦎の評౯を実施し、ᨵၿⅬを明らかにし、必要に応じ、⥭急時の࣐ニࣗアルのస成、ᨵゞに活

⏝する等原子力防災体制のᨵၿに取り組ࡴものとする。

第㸯４節 ᰾⇞ᩱ≀㉁等の㐠ᦙ中の事ᨾに対する対ᛂ

᰾⇞料物質等の運搬の事ᨾについては、㍺㏦が行われる㒔ᗘに⤒㊰が≉ᐃされ、原子力施設のように事

ᨾⓎ生ሙ所があらかじめ≉ᐃされないこと等の㍺㏦の≉Ṧ性に㚷ࡳ、原子力事業者と国が୺体ⓗに防災対策

を行うことが実ຠⓗであるとされている。こうした㍺㏦の≉Ṧ性等を㋃ま࠼、防災関係機関においてはḟによ

り対応するものとする。

（１） 事ᨾの通報を受けた᭱ᐤりのᾘ防機関は、┤ࡕにその旨を県ᾘ防防災୺⟶㒊ᒁに報࿌するとともに、

事ᨾの状況の把握に努め、事ᨾの状況に応じて、ᾘ防⫋ဨの安全☜ಖを図りながら、原子力事業者等に協

力して、ᾘⅆ、人࿨ᩆ助、ᩆ急等必要な措置を実施するものとする。

（２）事ᨾの通報を受けた᭱ᐤりの警察機関は、事ᨾの状況の把握に努めるとともに、事ᨾの状況に応じ

て、警察⫋ဨの安全☜ಖを図りながら、原子力事業者等と協力して、人࿨ᩆ助、避難ㄏᑟ、஺通つ制等

必要な措置を実施するものとする。

（３）事ᨾの通報を受けたᾏୖಖ安㒊は、事ᨾの状況の把握に努めるとともに、事ᨾの状況に応じて、ᾏ

ୖಖ安⫋ဨの安全☜ಖを図りつつ、原子力事業者等と協力して、事ᨾⓎ生ሙ所ᾏ域への❧入制㝈、人࿨

ᩆ助等に関する必要な措置を実施するものとする。

（㸲） 県及び事ᨾⓎ生ሙ所を⟶㎄する市町村は、事ᨾの状況の把握に努めるとともに、国の指♧に基づき、

事ᨾ⌧ሙ࿘㎶の市民避難等、୍⯡බ⾗の安全を☜ಖするために必要な措置をㅮࡎるものとする。

第㸯５節 災害復旧への備࠼

市は、災害復旧に資するため、国及び県と協力して放射性物質の除染に関する資料の཰㞟・整備等を図る

ものとする。
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第第３３章章  緊緊急急事事態態応応急急対対策策  

  
第１節 基本方針 

第２節 活動体制の確立 

第３節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保

第４節 緊急時モニタリング活動 

第５節 市民等への的確な情報伝達活動 

第６節 屋内退避、避難受入れ等の防護活動

第７節 治安の確保及び火災の予防 

第８節 飲食物の出荷制限、摂取制限等

第９節 緊急輸送活動 

第１０節 救助・救急及び医療活動

第１１節 ボランティアの受入 
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Ӑ ➨３❶ ⥭急事態応急対策 ӑ

第㸯節 ᇶᮏ᪉㔪

ᮏ❶は、安全協ᐃ➨２᮲等に基づき、警ᡄ事態又は施設ᩜ地⥭急事態Ⓨ生の連⤡を県ⱝしくは原子力事業

者より受けたሙྜの対応及び原災ἲ➨１㸳᮲に基づき原子力⥭急事態ᐉゝがⓎฟされたሙྜの⥭急事態応急

対策を中心に♧したものであるが、これら௨外のሙྜであっても原子力防災ୖ必要とㄆめられるときは、ᮏ❶

に♧した対策に‽じて対応するものとする。

第２節 活ື体制の☜❧

㸯 災害対⟇ᮏ㒊体制等

市は、安全協ᐃ➨２᮲等に基づき、警ᡄ事態又は施設ᩜ地⥭急事態Ⓨ生の連⤡を県ⱝしくは原子力事業

者より受けたሙྜ、及び全㠃⥭急事態がⓎ生し内㛶⥲⌮኱⮧が原子力⥭急事態ᐉゝをⓎฟしたሙྜの࡯か、

原子力事業者のุ᩿により原子力施設࿘㎶の地域における防ㆤ対策の実施が必要とุ᩿されたሙྜ等におい

て、ḟの体制をとるものとする。

（１）情報཰㞟態ໃ

市は、情報཰㞟事態のⓎ生をぬ▱したሙྜ、㏿やかに情報཰㞟態ໃをとるための⫋ဨの㠀ᖖ参㞟及び

情報の཰㞟・連⤡等を行うものとする。

（２）災害警ᡄᮏ㒊

市は、警ᡄ事態のⓎ生をぬ▱したሙྜ、又は警ᡄ事態ⱝしくは施設ᩜ地⥭急事態Ⓨ生の連⤡を受けたሙ

ྜ、⫋ဨの㠀ᖖ参㞟により、㏿やかに༴機⟶⌮┘をᮏ㒊㛗とする災害警ᡄᮏ㒊を設置するものとする。 

また、あらかじめᐃめた災害対応に備࠼た࣐ニࣗアル等に基づいて警ᡄ時の活動を行うものとする。

（３）災害対策ᮏ㒊

ձ 市は、全㠃⥭急事態がⓎ生し内㛶⥲⌮኱⮧が原子力⥭急事態ᐉゝをⓎฟしたሙྜ又は市㛗が必要と

ㄆめたሙྜは、あらかじめᐃめた災害対策ᮏ㒊の設置ሙ所、⫋ົ権㝈、ᮏ㒊の組織・所ᤸ事ົ、⫋ဨ

の参㞟配備体制、ᮏ㒊運Ⴀに必要な資機ᮦの調達᪉ἲ等に基づいて、市㛗をᮏ㒊㛗とする災害対策ᮏ

㒊を㎿㏿に設置するものとする。 
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ղ 組織及び事ົ分ᤸ 

 ア 災害対策ᮏ㒊組織 

   原子力災害Ⓨ生時の災害対策ᮏ㒊組織は、௨ୗのとおりとする。 

         なお、原子力災害と他災害との」ྜ災害Ⓨ生時においては、地域防災ィ⏬（ᮏ⦅）の災害対 

策ᮏ㒊組織を‽⏝する。 
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       イ 災害対策ᮏ㒊事ົ分ᤸ 

         ௨ୗの原子力災害≉᭷の事ົに加࠼、地域防災ィ⏬（ᮏ⦅）に♧す事ົ分ᤸを実施する。 

       （㺏）災害対策ᮏ㒊ᐊ（市民ᒁ 防災・༴機⟶⌮㒊等）

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

 原子力施設等に関する情報཰㞟・連⤡に関すること ࠐ

市民等の屋内退避、避難ㄏᑟ等（⚟ᒸ市民の୍時⛣㌿、関係⮬἞体からの避難者の ࠐ

受入れ）の指♧に関すること 

 急時モニタリング活動等に係る指♧に関すること⥭ ࠐ

 安ᐃࣚ࢘⣲๣の取ᚓ及び配ᕸの᪉針等に関すること ࠐ

       （㺐）市民ᒁ 

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

 安ᐃࣚ࢘⣲๣の配ᕸ・᭹⏝の支援に関すること ࠐ

       （㺑）ಖ健་⒪ᒁ 

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

 避難退域時᳨査、⡆᫆除染等原子力災害་⒪への協力に関すること ࠐ

 安ᐃࣚ࢘⣲๣の取ᚓ（ͤ）及び配ᕸ・᭹⏝に関すること ࠐ

 くに係る健康調査に関することࡤ被 ࠐ

 㣧料水（水㐨水௨外）のᦤ取制㝈に関すること ࠐ

 環境モニタリングの実施に関すること ࠐ

  ͤᖹ⣲における安ᐃࣚ࢘⣲๣の備⵳に関しては、当㠃、市民ᒁがᢸ当 

       （㺒）環境ᒁ 

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

 環境モニタリングの実施及び⥭急時モニタリングへの要ဨὴ㐵の⤫ᣓに関すること ࠐ

 放射性物質の௜╔したᗫᲠ物のฎ分に係る国、県等の連⤡調整に関すること ࠐ

       （㺓）農林水産ᒁ 

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

 農林水産物のฟⲴ制㝈などに関すること ࠐ

 農地、᳃林、林産物の放射性物質による汚染対策（除染）に関すること ࠐ

       （㺔）㐨㊰ୗ水㐨ᒁ 

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

 汚染されたୗ水㐨汚Ἶの対策に関すること ࠐ

       （㺕）ᾘ防ᒁ 

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

 環境モニタリングの実施に関すること ࠐ

       （㺖）水㐨ᒁ 

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

 㣧料水（水㐨水）のᦤ取制㝈に関すること ࠐ

       （㺗）関係ᒁ等 

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

 その他、汚染されたᅵተのฎ⌮に関すること ࠐ
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       （㺘）༊災害対策ᮏ㒊 

原子力災害≉᭷の୺な事ົ 

市民等の屋内退避、避難ㄏᑟ等（⚟ᒸ市民の୍時⛣㌿、関係⮬἞体からの避難者の ࠐ

受入れ）の実施に関すること 

 安ᐃࣚ࢘⣲๣の配ᕸ・᭹⏝の支援に関すること ࠐ

２ ᾘ㜵の相஫ᛂ援 

市は、必要なሙྜ、ᾘ防の応援について、㏆㞄市町村及び県内全市町村による協ᐃ୪びにᾘ防相஫応援

体制に基づいて対応するものとする。 

㸱 ᗈ域ⓗなᛂ援協力等

市は、⥭急時に必要な⿦備、資機ᮦ、人ဨ等に関する広域ⓗな応援を必要とするሙྜは、あらかじめᐃ

めた関係市町村との間の応援協ᐃに基づいて、応援の要請を行うものとする。

４ 㜵災㛵係ᶵ㛵相஫の㐃ᦠ体制

市は、ᖹᖖ時からྛ防災関係機関と原子力防災体制につき相஫に情報஺᥮し、それࡒれのᙺ๭分ᢸをあ

らかじめᐃめ、相஫の連携体制のᙉ໬に努めるものとする。 

５ ⮬⾨㝲のὴ㐵せㄳ等

市㛗は、⮬⾨㝲のὴ㐵要請の必要があるとㄆめるሙྜは、▱事に対しὴ㐵要請を要求するものとする。 

また、市㛗は、⮬⾨㝲による支援の必要がなくなったとㄆめるときには、㏿やかに▱事に対し、᧔཰要請を

要求するものとする。

６ ⥭ᛴ事ែᛂᛴ対⟇にᚑ事する者のᏳ඲☜ಖ

市は、⥭急事態応急対策にᚑ事する者が被ࡤくするྍ⬟性のある環境ୗで活動するሙྜには、災害対策ᮏ㒊

及び⌧ሙ指᥹者との連携をᐦにし、適ษな被ࡤく⟶⌮を行うとともに、災害≉᭷の␗ᖖ心⌮ୗでの活動において

෭㟼なุ᩿と行動が取れるよう配意するものとする。 

また、஧ḟ災害Ⓨ生の防止に୓全をᮇするため、被ࡤくするྍ⬟性のある環境ୗでస業するሙྜの防災業ົᚑ

事者相஫の安全ࢡࢵ࢙ࢳ体制を整࠼るなど安全⟶⌮に配慮するものとする。
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第㸱節 情報の཰㞟・㐃⤡ࠊ⥭ᛴ㐃⤡体制及び㏻ಙの☜ಖ

市は、原災ἲ及び安全協ᐃに基づき、原子力事業者から㠀ᖖ時の情報連⤡を受けたሙྜ、情報཰㞟事

態、警ᡄ事態ⱝしくは施設ᩜ地⥭急事態をぬ▱したሙྜ又は全㠃⥭急事態がⓎ生し⥭急事態ᐉゝがⓎฟ

されたሙྜは、国、県、他市町村、原子力事業者及びその他防災関係機関と連携して㎿㏿かつⓗ☜な情

報཰㞟・伝達を行う。

㸯 事ែⓎ生情報な࡝の㐃⤡

（１）情報཰㞟事態Ⓨ生の情報連⤡ 

市は、情報཰㞟事態のⓎ生をぬ▱したሙྜ、情報཰㞟態ໃをとり、情報の཰㞟・連⤡等を行う。

（２）警ᡄ事態Ⓨ生の情報連⤡ 

   市は、県から情報連⤡を受けたሙྜなど、警ᡄ事態のⓎ生をぬ▱したሙྜには、原子力災害警ᡄᮏ

㒊を設置し、関係機関等と連携して㎿㏿かつⓗ☜な情報཰㞟・伝達を行うとともに、市民等への情報

提供を行う。  

（３）施設ᩜ地⥭急事態Ⓨ生の情報連⤡ 

   市は、施設ᩜ地⥭急事態のⓎ生をぬ▱したሙྜには、原子力災害警ᡄᮏ㒊体制をᙉ໬し、関係機関等

と連携して㎿㏿かつⓗ☜な情報཰㞟・伝達を行うとともに、市民等への情報提供を行う。 

（㸲）全㠃⥭急事態Ⓨ生の情報連⤡ 

   市は、全㠃⥭急事態がⓎ生し、内㛶⥲⌮኱⮧が原子力⥭急事態ᐉゝをⓎฟしたሙྜには、原子力

災害対策ᮏ㒊を設置し、関係機関等と連携して㎿㏿かつⓗ☜な情報཰㞟・伝達を行うとともに、市

民等への情報提供を行う。 

２ ᛂᛴ対⟇活ື情報の㐃⤡

   施設ᩜ地⥭急事態Ⓨ生௨㝆の応急対策活動情報、被害情報等の連⤡については、市は、関係機関との間

において、国（原子力つ制ጤဨ఍）、県及び原子力事業者から連⤡を受けた事㡯、⮬ら行う応急対策活動

の状況等を㝶時連⤡するとともに、必要に応じ市民等への情報提供を行う。 

㸱 ୍⯡ᅇ⥺が౑⏝࡛ࡁないሙྜの対ฎ

地㟈やὠἼ等の影響にకい、୍⯡㟁ヰᅇ線が౑⏝できないሙྜは、防災行政↓線等を活⏝し、情報཰

㞟・連⤡を行うものとする。 

第
㸱
節

情
報
の
཰
㞟
・
㐃
⤡
劣
⥭
ᛴ
㐃
⤡
体
制
及
び
㏻
ಙ
の
☜
ಖ

第
㸱
章
第
３
節

情
報
の
収
集
・
連
絡
、
緊
急
連
絡
体
制
及
び
通
信
の
確
保

第
̏
章

― 35 ―



- �4 - 

ͤ ⮬ ⾨ 㝲  

⚟ ᒸ 県 警 察 ᮏ 㒊 

⣒ ᓥ 市 

⚟ ᒸ ᾏ ୖ ಖ 安 㒊 

⚟ ᒸ ⟶ ༊ Ẽ ㇟ ྎ 

そ の 他 市 町 村 

関 係 ྛ ㄢ 関 係 機 関 ⚟ ᒸ 市 

> 情報཰㞟事態及び警ᡄ事態Ⓨ生時の情報伝達⤒㊰@
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内 㛶 ᐁ ᡣ 

内  㛶  ᗓ 

原  子  力  つ  制  ጤ  ဨ  ఍ 

⚟ᒸ県災害警ᡄᮏ㒊・⚟ᒸ県モニタリングᮏ㒊 

ͤ ⮬⾨㝲 

㝣ୖ⮬⾨㝲㸸➨ᅄᖌ団 

ᾏୖ⮬⾨㝲㸸బୡಖ地᪉⥲┘㒊 

⯟空⮬⾨㝲㸸す㒊⯟空᪉㠃㝲 

原

子

力

事

業

者

指 ᐃ 行 政 機 関 指 ᐃ බ ඹ 機 関 

指ᐃ地᪉行政機関 

（資※࢚ࢿルࢠー庁） 

⥭急事態応急対策等ᣐⅬ施設（࢜ࢧࣇイトࢭンター） 

原子力運㌿᳨査ᐁ 

原子力防災ᑓ㛛ᐁ 第
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ͤ ⮬ ⾨ 㝲  

⚟ ᒸ 県 警 察 ᮏ 㒊 

⣒ ᓥ 市 

⚟ ᒸ ᾏ ୖ ಖ 安 㒊 

⚟ ᒸ ⟶ ༊ Ẽ ㇟ ྎ 

そ の 他 市 町 村 

関 係 ྛ ㄢ 関 係 機 関 ⚟ ᒸ 市 

 > 施設ᩜ地⥭急事態Ⓨ生時の情報伝達⤒㊰@
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内 㛶 ᐁ ᡣ 

内  㛶  ᗓ 

原  子  力  つ  制  ጤ  ဨ  ఍ 

⚟ᒸ県災害警ᡄᮏ㒊・⚟ᒸ県モニタリングᮏ㒊 

ͤ ⮬⾨㝲 

㝣ୖ⮬⾨㝲㸸➨ᅄᖌ団 

ᾏୖ⮬⾨㝲㸸బୡಖ地᪉⥲┘㒊 

⯟空⮬⾨㝲㸸す㒊⯟空᪉㠃㝲 

原

子

力

事

業

者

指 ᐃ 行 政 機 関 指 ᐃ බ ඹ 機 関 

指ᐃ地᪉行政機関 

（資※࢚ࢿルࢠー庁） 
（஑ᕞ⤒῭産業ᒁ） 

⌧地事ᨾ対策連⤡఍㆟ 

⥭急事態応急対策等ᣐⅬ施設（࢜ࢧࣇイトࢭンター） 

原子力運㌿᳨査ᐁ 
原子力防災ᑓ㛛ᐁ 

⥭急時モニタリングࢭンター（㹃㹋㹁） 

ୖᖍ放射線防災ᑓ㛛ᐁ 
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⚟ ᒸ 県 警 察 ᮏ 㒊 

⣒ ᓥ 市 

⚟ ᒸ ᾏ ୖ ಖ 安 㒊 

⚟ ᒸ ⟶ ༊ Ẽ ㇟ ྎ 

そ の 他 市 町 村 

関 係 ྛ ㄢ 関 係 機 関 

⚟ ᒸ 市 

> 全㠃⥭急事態がⓎ生し、⥭急事態ᐉゝがⓎฟされた後の情報伝達⤒㊰@

  

  

  

  

  

   

  

   

第
㸱
章

第
㸱
節

情
報
の
཰
㞟
・
㐃
⤡
卑
⥭
ᛴ
㐃
⤡
体
制
及
び
㏻
ಙ
の
☜
ಖ

内 㛶  ᐁ  ᡣ 

内  㛶  ᗓ 

⥭急時モニタリングࢭンター（㹃㹋㹁） 

⚟ ᒸ 県 災 害 対 策 ᮏ 㒊 

 ⚟ ᒸ 県 モ ニ タ リ ン グ ᮏ 㒊 

 ಖ 健 ་ ⒪ ⚟ ♴ 調 整 ᮏ 㒊 

原

子

力

事

業

者

指 ᐃ 行 政 機 関 指 ᐃ බ ඹ 機 関 、 指 ᐃ 地 ᪉ 行 政 機 関 

⌧地事ᨾ対策連⤡఍㆟ 

⥭急事態応急対策等ᣐⅬ施設（࢜ࢧࣇイトࢭンター） 

原子力運㌿᳨査ᐁ 

ୖᖍ放射線防災ᑓ㛛ᐁ 

原子力防災ᑓ㛛ᐁ 

国の原子力災害対策ᮏ㒊 

原子力つ制ጤဨ఍ 

⣒ ᓥ 市 ⌧ 地 災 害 対 策 ᮏ 㒊 

関 係 警 察 ⨫ 

そ の 他 防 災 関 係 機 関 

⮬ ⾨ 㝲 

（ὀ）⥭急事態ᐉゝⓎฟ๓に県災害対策ᮏ㒊などが設置されたሙྜもこれに‽じる。 
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第４節 ⥭ᛴ᫬モニタリング活ື

市は、国が⤫ᣓする⥭急時モニタリングに関し、環境試料の採取・運搬、空間放射線のモニタリング等に

協力する。

また、県を通じて屋内退避、避難等、㣧㣗物のᦤ取制㝈等、ྛ✀防ㆤ対策に必要なモニタリング情報の㎿

㏿な把握に努めるものとする。

第５節 ᕷ民等へのⓗ☜な情報伝㐩活ື

㸯 ᕷ民等への情報伝㐩活ື

（１）市は、放射性物質及び放射線による影響は஬ឤでឤじられないなどの原子力災害の≉Ṧ性を຺᱌し、 

⥭急時における市民等の心⌮ⓗ動ᦂあるいは混乱をおさ࠼、␗ᖖ事態による影響をできるかࡂりపくするた

め、市民等に対する情報提供、広報を㎿㏿かつⓗ☜に行うものとする。

（２）市民等への情報提供にあたっては、国及び県と連携し、情報の୍ඖ໬を図るとともに、情報のⓎಙ

ඖを明☜にし、あらかじめわかりやすい౛ᩥを‽備するものとする。 

また、฼⏝ྍ⬟なᵝࠎな情報伝達ᡭẁを活⏝し、⧞り㏉し広報するとともに、屋内退避や避難等に関す

る情報は、༊を通じて当該情報に関わるබ民㤋等の施設や⮬἞協㆟఍等に࿘▱する。さらに、情報の空ⓑ

時間がないよう、ᐃᮇⓗな情報提供に努めるものとする。

（３）市は、市民のニーࢬを十分把握し、原子力災害の状況（原子力事業所等の事ᨾの状況、モニタリ

ングの⤖ᯝ等）、農林␆水産物の放射性物質調査の⤖ᯝ及びฟⲴ制㝈等の状況、市がㅮじている施策

に関する情報、その他状況に応じた必要な情報を、適ษに提供するものとする。 

なお、その㝿、要配慮者等に配慮した伝達を行うものとする。

２ ᗈ報のᡭẁ

（１）報㐨機関への情報提供、広報の要請

ձ ᐃᮇⓗに又は㝶時に、記者Ⓨ⾲又は資料提供等により報㐨機関に情報を提供するものとする。

ղ 「災害時における放㏦要請に関する協ᐃ」に基づき、市内ྛ放㏦ᒁに対し、㟁ヰで放㏦要請をண

࿌したのࡕ、放㏦౫㢗を行うものとする。

（２）広報㌴等による広報

屋内退避や避難等に関する情報等、⥭急に地域住民に広報の必要があるሙྜ、その他必要に応じて、 

市広報㌴、その他の㌴୧等によりᕠᅇして࿘▱するものとする。

なお、広報㌴୧については、「災害警ᡄ中」等の⾲♧を行い、地域住民等へのὀ意ႏ㉳を行うものと

する。

（３）災害広報⣬等のⓎ行

ձ 災害状況等により必要なሙྜは、原子力事業所等の事ᨾの状況、モニタリングの⤖ᯝ、市民への

留意事㡯、生活関連情報、復旧状況等を市民に࿘▱するため、⮫時広報⣬をⓎ行するものとする。

ղ 災害広報⣬は、避難所、その他避難者等の㞟まるሙ所で配ᕸする࡯か、必要なሙྜはྛ住ᡞに配ᕸ

するものとする。
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（㸲）⚟ᒸ市災害時外国人情報支援ࢭンターの設置

災害時における外国人の支援を円滑に行うため、බ┈㈈団ἲ人⚟ᒸよかトピア国㝿஺流㈈団に、⚟

ᒸ市災害時外国人情報支援ࢭンターを設置する。

・ンターにおいては、外国人に対して、提供が必要な情報の⩻ヂ及びⓎಙ、外国人からの相談ࢭྠ

ၥいྜわࡏ等への対応を行う。

（㸳）その他の広報のᡭẁ

ձ 掲♧ᯈ等の掲♧

市災害対策ᮏ㒊、༊災害対策ᮏ㒊その他必要なሙ所において、生活関連情報、応急対策状況等に

ついて掲♧する࡯か、᭷線放㏦施設を活⏝するものとする。

ղ 防災ホームページによる情報Ⓨಙ

防災ホームページにより、原子力災害の状況、応急対策状況、復旧状況、生活関連情報等をⓎಙ

するものとする。

ճ 防災࣓ールによる情報配ಙ

防災࣓ール登録者へ屋内退避や避難等に関する情報など⚟ᒸ市で必要とุ᩿した⥭急情報を配

ಙするものとする。

մ ⥭急㏿報࣓ール

防災࣓ールの情報のうࡕ、屋内退避や避難等に関する情報などの≉に⥭急を要する情報については

「࢚リア࣓ール（㹌㹒㹒ࢥࢻモ）」をはじめとする⥭急㏿報࣓ールࢧーࢫࣅによって情報提供する

ものとする。

յ ࢶイࢵター（ࢯーࣕࢩルࢵࢿト࣡ーࢧࢡーࢫࣅ）

防災࣓ールの情報のうࡕ、Ẽ㇟警報等その他の⥭急情報をࢶイࢵターによって⮬動Ⓨಙするものと

する。

ն ⾤㢌ࣅジࣙンによる情報のⓎಙ

኱つᶍ災害時にኳ⚄地༊・༤ከ㥐地༊に設置された⾤㢌ࣅジࣙンを活⏝し、᮶⾤者等への避難所

等の防災情報を放ᫎするものとする。 

また、情報提供にあたっては、外国人にもわかりやすく伝達されるよう配慮する。

շ インターࢵࢿト㹄㸿㹖

ྛ༊ᙺ所・ฟᙇ所に設置しているインターࢵࢿト㹄㸿㹖の活⏝を促進し、༊ᙺ所から地域等へ、 

屋内退避又は避難等のための❧退きの指♧の情報伝達をᙉ໬するものとする。 

ո <DKRR�防災㏿報アࣉリ  

防災࣓ールの情報のうࡕ、⚟ᒸ市で必要とุ᩿した⥭急情報をアࣉリによってⓎಙする。 

չ 㟁ヰ

どぬ㞀がいがある、携ᖏ㟁ヰをᣢっていないなど、避難情報の入ᡭがᅔ難な市民のうࡕᕼᮃする

者に対して、㟁ヰによる⥭急情報の提供を行う。 

պ 㹄㸿㹖 

⫈ぬ㞀がいがある、携ᖏ㟁ヰをᣢっていないなど、避難情報の入ᡭがᅔ難な市民のうࡕᕼᮃする

者に対して、㹄㸿㹖による⥭急情報の提供を行う。 

㸱 ᕷ民等からのၥいྜわࡏに対する対ᛂ

市は、国、県及び関係機関等と連携し、必要に応じ、㏿やかに市民等からのၥいྜわࡏに対応するᑓ⏝

㟁ヰを備࠼た窓口の設置、人ဨの配置等を行うための体制を整備するものとする。 

また、市民等のニーࢬをぢᴟめたୖで、情報の཰㞟・整⌮・Ⓨಙを行うものとする。
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第６節 ᒇෆ㏥㑊ࠊ㑊㞴ཷධࢀ等の㜵ㆤ活ື

㸯 ᒇෆ㏥㑊ࠊ㑊㞴ㄏᑟ等の㜵ㆤ活ືのᐇ᪋

（１）市は、全㠃⥭急事態がⓎ生し内㛶⥲⌮኱⮧が原子力⥭急事態ᐉゝをⓎฟしたሙྜ、必要に応じて、 

ண防ⓗ防ㆤ措置（屋内退避）を行うྍ⬟性がある旨のὀ意ႏ㉳を行うものとする。 

また、市は、事態のつᶍ、時間ⓗな᥎⛣に応じて、国から避難等のண防ⓗ防ㆤ措置をㅮࡎるよう指♧さ

れたሙྜ、又は国及び県と連携し、⥭急時モニタリング⤖ᯝ及び原子力災害対策指針を㋃ま࠼た国の指ᑟ・

助ゝ・指♧及び放射性物質による汚染状況調査に基づき、原子力災害対策指針に基づいた㹍㹇㹊の್を㉸

るᜍれがあるとㄆめられるሙྜは、市民等に対する屋内退避又は❧退きの指♧の連⤡、☜ㄆ等必࠼又は㉸、࠼

要な⥭急事態応急対策を実施するとともに、避難等の支援が必要なሙྜには、県と連携し国に要請するも

のとする。

なお、市㛗は、指♧᱌を伝達されたሙྜには当該指♧᱌に対して㏿やかに意ぢを㏙࡭るものとする。

（２）市は、市民等の避難ㄏᑟに当たっては、県と協力し、市民等にྥけて、避難等や避難退域時᳨査のሙ

所の所在、災害のᴫ要、⥭急時モニタリング⤖ᯝやその他の避難等に資する情報の提供に努めるものとす

る。 

また、市は、これらの情報について、原子力災害⌧地対策ᮏ㒊等及び県に対しても情報提供するものと

する。

（３）屋内退避又は避難のための❧退きの指♧等を行ったሙྜは、ᡞูゼၥ、避難所における☜ㄆ等によ

り市民等の避難状況を☜ㄆするものとする。

また、避難等の状況の☜ㄆ⤖ᯝについては、原子力災害⌧地対策ᮏ㒊及び県に対しても情報提供する

ものとする。

２ 㑊㞴ᡤ

（１）避難所の開設

災害時に開設する避難所は、あらかじめ指ᐃした避難所のうࡕ、災害の状況、施設の被害状況、࿘ᅖの

状況等から安全を☜ㄆし、開設するものとする。 

また、避難所の運Ⴀに関する事㡯は「⚟ᒸ市地域防災ィ⏬」ࠗᮏ⦅࠘によるものとする。

（２）୍時ⓗな居住先としての市Ⴀ住Ꮿの提供

市は、災害のため住ᐙが居住不⬟となるなどの被災者の状況等により、୍時ⓗな居住先として市Ⴀ住

Ꮿを提供するものとする。 

（３）応急௬設住Ꮿの供୚

市は、災害により、住Ꮿの全ቯ等で避難生活をవ൤なくされている者に対して、居住の安ᐃを図る

ため、災害ᩆ助ἲにおけるᩆ助実施市として応急௬設住Ꮿ（㈤㈚ᆺ・ᘓ設ᆺ）の供୚を行うものとす

る。 

なお、供୚ᡞᩘのỴᐃに当たっては、被災状況など供୚対㇟の要௳を‶たすୡᖏᩘなどを基に⥲ྜⓗ

に᳨ウする。 
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㸱 Ᏻᐃࣚ࢘⣲๣の㓄ᕸ及び᭹⏝

（１）⥭急時における市民等への安ᐃࣚ࢘⣲๣の配ᕸ及び᭹⏝については、原๎として、原子力つ制ጤဨ

఍がその必要性をุ᩿し、原子力災害対策ᮏ㒊又は地᪉බඹ団体が指♧することとされている。

（２）市は、県と連携し、原子力災害対策ᮏ㒊の指♧に基づき、または⊂⮬のุ᩿により、住民等に対し、 原

๎として་ᖌの関୚のୗで、安ᐃࣚ࢘⣲๣を配ᕸするとともに、᭹⏝を指♧するものとする。たࡔし、་ᖌ

の฿╔をᚅつことが適ษでないሙྜなど、時間ⓗ制⣙などのため必ࡎしも་ᖌが関୚できないሙྜには、

⸆๣ᖌや地᪉බඹ団体⫋ဨにより配ᕸ・᭹⏝を行うものとする。

４ Ꮫᰯ᪋設にࡅ࠾る㑊㞴ᥐ置

Ꮫᰯ等施設において、生ᚐ等の在ᰯ時に原子力災害がⓎ生し、避難等の指♧等があったሙྜはあらか

じめ᳨ウした内ᐜに基づき、ᩍ⫋ဨᘬ⋡のもと、㎿㏿かつ安全に生ᚐ等を避難等さࡏるものとする。 

また、生ᚐ等を避難等さࡏたሙྜ又はあらかじめᐃめたルールに基づき生ᚐ等をಖㆤ者へᘬきΏしたሙྜ

は、市に対し㏿やかにその旨連⤡するものとする。

５ ឡ⋵ື≀対⟇

災害により避難者その他の被災者による適正㣫⫱がᅔ難となったឡ⋵動物のಖㆤを行うものとする。 

また、被災者とឡ⋵動物のྠ行避難等が円滑に行われるよう対策をㅮࡎるものとする。

６ 㣧㣗≀ࠊ生活ᚲ㟂ရ等の౪⤥

（１）生活必㟂品の供⤥・分配

被災者の生活⥔ᣢのため必要な㣗料、㣧料水、⇞料及びẟᕸ等生活必㟂品等を調達・☜ಖし、ニー

。に応じて供⤥・分配を行うものとするࢬ

なお、必要な物資は、時間の⤒㐣とともにኚ໬することを㋃ま࠼、時ᐅをᚓた物資の調達に留意する

とともに、要配慮者や⏨ዪによるニーࢬの㐪い等に配慮するものとする。

（２）防災関係機関への要請

市は、供⤥す࡭き物資が不足し、調達の必要があるሙྜには防災関係機関に物資の調達を要請するも

のとする。 

７ 」ྜ災害への対ᛂ 

（１）⮬↛災害との」ྜ災害がⓎ生したሙྜにおいても人࿨の安全を➨୍とし、⮬↛災害による人࿨への┤

᥋ⓗなリࢡࢫがᴟめて㧗いሙྜ等には、⮬↛災害に対する避難行動をとり、⮬↛災害に対する安全が☜

ಖされた後に、原子力災害に対する避難行動をとることを基ᮏとする。 

（２）市は、国が原子力災害の観Ⅼから、屋内退避指♧をฟしている中で、⮬↛災害を原ᅉとする⥭急の避

難等が必要となったሙྜには、人࿨᭱ඃ先の観Ⅼから、当該地域の住民に対し、避難指♧をⓎ௧し、必

要な措置をㅮじる。その㝿には、国は、県や市と⥭ᐦな連携を行うものとする。 
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第７節 ἞Ᏻの☜ಖ及びⅆ災のண㜵

応急対策実施༊域及びその࿘㎶（ᾏୖをྵࡴ。）における἞安の☜ಖについては、἞安当ᒁと協㆟し、 

୓全をᮇすものとする。≉に、避難のための❧退きの指♧等を行った地域及びその࿘㎶において、ࣃトࣟー

ルや生活の安全に関する情報の提供等を実施し、┐難等のྛ✀≢⨥のᮍ↛防止に努めるとともに、国及び県と

協力のう࠼、応急対策実施༊域及びその࿘㎶におけるⅆ災ண防に努めるものとする。

第８節 㣧㣗≀のฟⲴ制㝈ࠊᦤྲྀ制㝈等

㸯 㣧㣗≀のㄪᰝ等

 市は、原子力災害対策指針に基づいた「㣧㣗物に係るࢡࢫリーニング基‽」を㋃ま࠼、国及び県からの 

放射性物質による汚染状況の調査の要請を受け、又は⊂⮬のุ᩿により、㣧料水の᳨査を実施する。㣗品 

については、必要に応じ、県が行う放射性物質による汚染状況の調査に協力するものとする。

２ 㣧㣗≀ࡸ㎰ᯘỈ⏘≀のᦤྲྀ制㝈及びฟⲴ制㝈

市は、原子力災害対策指針に基づいた㹍㹇㹊の್や、㣗品⾨生ἲୖの基‽್を㋃ま࠼た国の指♧又は要

請、୪びに国の指♧又は要請に基づく県の要請に基づき、㣧㣗物や農林水産物のᦤ取制㝈及びฟⲴ制㝈୪びに

これらのゎ除を実施するものとする。

第９節 ⥭ᛴ㍺㏦活ື

㸯 ⥭ᛴ㍺㏦活ື

市は、⥭急㍺㏦の円滑な実施を☜ಖするため、必要があるときは、県等防災関係機関と調整のୖ、⥭急

㍺㏦を行うものとする。

２ ⥭ᛴ㍺㏦の対㇟

⥭急㍺㏦の対㇟は௨ୗのものとする。

（１）㈇യ者、避難者等

（２）ᩆ助・ᩆ急活動、་⒪・ᩆㆤ活動に必要な人ဨ及び資機ᮦ

（３）災害応急対策要ဨ及び必要とされる資機ᮦ

（㸲）㣗料、㣧料水等の必要な物資

（㸳）その他⥭急に㍺㏦を必要とするもの

㸱 ⥭ᛴ㍺㏦体制の☜❧

（１）⥭急㍺㏦活動の実施

市は、関係機関との連携により、㍺㏦のඃ先㡰఩、஌ဨ及び㍺㏦ᡭẁの☜ಖ状況、஺通の混㞧状況等

を຺᱌し、円滑に⥭急㍺㏦を実施するものとする。

（２）㍺㏦ᡭẁの☜ಖ

市は、人ဨ、㌴୧等の調達に関して、関係機関の࡯か、県を通じ㍺㏦関係┬庁に支援を要請するとと

もに、必要に応じ県や࿘㎶市町村に支援を要請するものとする。
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４ ⥭ᛴ㍺㏦のࡵࡓの஺㏻☜ಖ

（１）㐨㊰⟶⌮者は、県警察と相஫にᐦ᥋な連⤡をとり、⥭急㍺㏦のための஺通の☜ಖに必要な措置をと

るものとする。

（２）㐨㊰⟶⌮者は、放置㌴୧や❧ࡕ 生㌴୧等がⓎ生したሙྜ、⥭急通行㌴୧の通行を☜ಖするため⥭

急の必要があるときは、運㌿者等に対し㌴୧の⛣動等の࿨௧を行うものとし、運㌿者がいないሙྜ等に

おいては、⮬ら㌴୧の⛣動等を行うものとする。 

また、㌴୧等の⛣動ሙ所を☜ಖするためやࡴをᚓない必要があるときは、その必要な㝈ᗘにおいて、他

人のᅵ地を୍時౑⏝し、または➉ᮌその他の㞀害物をฎ分することができる。

第㸯㸮節 ᩆຓ・ᩆᛴ及び་⒪活ື

㸯 ᩆຓ・ᩆᛴ活ື

市は、国、県等他防災関係機関と連携し、そのᙺ๭に応じて被ࡤく者、㈇യ者へのᩆ助・ᩆ急活動を実

施するものとする。

（１）ᩆ助・ᩆ急活動

ձ ᩆ助・ᩆ急活動の実施

市は、災害の状況に応じて、⫋ဨの安全☜ಖを図りながら、ᩆ助す࡭き者の把握に努め、防災関係

機関との連携のもとにᩆ助・ᩆ急活動を行う。

ղ ⥭急ᾘ防援助㝲等の応援要請

市は、災害の状況等から必要とㄆめるときは、௨ୗの事㡯を明らかにして、㏿やかに⥭急ᾘ防援助

㝲のฟ動、⮬⾨㝲の災害ὴ㐵等を県に要請するものとする。このሙྜ、必要とされる資機ᮦは、応援

ഃが携行することを原๎とする。

ア 災害の状況及び応援要請の⌮⏤、応援の必要ᮇ間

イ 応援要請を行うᩆ助・ᩆ急活動の✀ูと人ဨ

࢘ 市への進入⤒㊰及び㞟⤖（ᚅ機）ሙ所

（２）᝺事ࢫトࣞࢫ対策

市は、ᩆ助・ᩆ急活動を実施する⫋ဨ等の᝺事ࢫトࣞࢫ対策の実施に努めるものとする。 

また、必要に応じて、ᾘ防庁等に⢭⚄⛉་等のᑓ㛛ᐙのὴ㐵を要請するものとする。

２ ་⒪ᥐ置

市は、国からの指♧に基づき県が避難住民等に対して行う避難退域時᳨査、⡆᫆除染（╔᭰࠼、ᣔき取

り等）等原子力災害་⒪について協力するものとする。

第㸯㸯節 ࣎ࣛン࢔࢕ࢸのཷධ

市は、必要に応じて、防災関係機関と相஫に協力し、࣎ࣛン࢕ࢸアの受௜・調整等の受け入れ体制を☜ಖ

するよう努めるものとする。
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第１節 基本方針 

第２節 被災者の生活再建等の支援 
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Ӑ ➨㸲❶ 原子力災害中㛗ᮇ対策 ӑ

第㸯節 ᇶᮏ᪉㔪

ᮏ❶は、原災ἲ➨１㸳᮲➨㸲㡯のつᐃに基づき原子力⥭急事態ゎ除ᐉゝがⓎฟされたሙྜの原子力災害事

後対策を中心に♧したものであるが、これ௨外のሙྜであっても、原子力防災ୖ必要とㄆめられるときは、ᮏ

❶に♧した対策に‽じて対応するものとする。

第２節 被災者の生活再建等の支援

㸯 ᨺᑕᛶ≀㉁によるởᰁの除ཤ

市は、市民等の被ࡤく線㔞をప減するため、国、県、その他市町村、原子力事業者及びその他防災関係

機関と連携して、放射性物質による汚染の除ཤ（除染）を行うものとする。

除染స業は、ᅵተ、工స物、㐨㊰、Ἑᕝ、†἟、ᾏᓊ域、 ‴、農⏝地、᳃林等の対㇟の中から、人の

健康ಖㆤの観Ⅼから必要である地域をඃ先ⓗに実施するものとする。 

また、これらの地域の中でも、≉に、成人にẚ࡭て放射線の影響を受けやすい妊産婦及び子ども等の生活

環境については、ඃ先ⓗに除染を行うものとする。

市は、原子力事業者に対し、除染に必要な防ㆤ資機ᮦの㈚୚、及び必要に応じて原子力防災要ဨのὴ㐵

を要請するものとする。

２ ᨺᑕᛶ≀㉁の௜╔ࡓࡋᗫᲠ≀及びᅵተのฎ⌮

市は、国の୺ᑟのもと、国、県、その他市町村及び原子力事業者と連携して、原子力災害及び除染にక

いⓎ生した放射性物質の௜╔したᗫᲠ物及びᅵተのฎ⌮を行うものとする。

（１）཰㞟、運搬等

市は、国の୺ᑟのもとで実施される放射性物質の௜╔したᗫᲠ物及びᅵተのฎ⌮について、཰㞟、 

運搬、୍時ⓗなಖ⟶など必要な協力を行う。放射性物質の௜╔したᗫᲠ物及びᅵተの཰㞟、運搬及び୍時

ⓗなಖ⟶に当たっては、㣕ᩓ流ฟ防止措置、モニタリングの実施、放射性物質の௜╔したᗫᲠ物及びᅵተの

㔞୪びに運搬先等の記録、࿘㎶住民の健康ಖㆤ及び生活環境ಖ全への配慮などに関し、必要な措置をとるも

のとする。

（２）市民、事業者等に対する࿘▱徹底

市は、市民、事業者等に対して、放射性物質の௜╔によりᦤ取制㝈、ฟⲴ制㝈等の対㇟となった㣧㣗

物・農林水産物などのᗫᲠ物や除染によりⓎ生した放射性物質の௜╔したᅵተの取ᢅいについて࿘▱徹

底し、適ษに取りᢅうよう協力を求めるものとする。

（３）搬㏦要請

市は、国に対し、᪩ᮇに放射性物質の௜╔したᗫᲠ物及びᅵተのฎ⌮を行う施設を☜ಖし、୍時ⓗな

ಖ⟶ሙ所から搬㏦するよう要請するものとする。

㸱 ྛ✀制㝈ᥐ置のゎ除

市は、県と連携し、⥭急時モニタリング等による調査、国のุ᩿等を㋃ま࠼、応急対策として実施され

た、❧入制㝈、஺通つ制、㣧㣗物のᦤ取制㝈及び農林水産物の採取・ฟⲴ制㝈等、ྛ✀制㝈措置のゎ除を

行うとともに、ゎ除の実施状況を把握するものとする。
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４ モニタリングへの協力

市は、県が実施するモニタリングに関し、環境試料の採取、運搬及び空間放射線モニタリング等の協力を

行うものとする。

５ 災害地域住民等に係る記録の作成及び相談窓口の設置等 

市は、市民等の原子力事業者に対する損害賠償請求に資するため、影響調査を実施するとともに、応急対

策の措置状況等を記録するものとする。

（１）災害地域住民等の登録

市は、避難等及び屋内退避の措置をとった市民等が、災害時に当該地域に所在した旨を証明し、また、 避難

所等においてとった措置等を記録するものとする。

（２）影響調査の実施

市は、必要に応じ、庁舎等に相談窓口を設置し、市民等が受けた影響について調査するものとする。

（３）災害対策措置状況の記録

市は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を記録しておくものとする。

６ 情報が十分伝わらないことによる混乱（いわゆる風評被害）の影響の軽減

市は、国内外において、農林水産業、観光業等における情報伝達不足による混乱や避難先でのいじめ等の人

権侵害が生じるおそれがあることから、原子力災害による「情報が十分伝わらないことによる混乱（いわゆる

風評被害）」の影響を軽減するため、農林水産物、加工品、工業製品等の適正な流通促進、観光地の安全性アピ

ール及び避難先でのいじめ等人権侵害の防止などに関する情報提供・広報活動を実施するものとする。

また、市は、ホームページへの掲載やイベントの開催等を通じた広報を行うとともに、情報提供・広報活動

を実施するに当たっては、外国語でも情報提供・広報活動を行う等、国外からの「情報が十分伝わらないこと

による混乱（いわゆる風評被害）」の影響にも留意するものとする。

７ 被災中小企業等に対する支援

市は、国、県及びその他市町村と連携して、必要に応じ、復旧のための資金が金融機関から被災中小企業、

被災農林水産業者又は被災農林水産業者が組織する団体へ円滑に融資されるよう支援するものとする。

また、被災中小企業及び被災農林水産業者等に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報すると

ともに、相談窓口を設置するものとする。

８ 心身の健康相談体制の整備

市は、国からの放射性物質による汚染状況調査や原子力災害対策指針に基づき、必要に応じ国及び県とと

もに、居住者等に対する心身の健康及び健康調査を行うための体制を整備し実施するものとする。なお、放

射線の影響を受けやすい妊産婦や子ども等に十分配慮するものとする。

９ 復旧・復興事業からの暴力団排除

市は、県警察との連携により、暴力団等による復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるものとす

る。 

また、関係行政機関、業界団体等に働きかけを行うなど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努

めるものとする。

第
４
章

第
２
節

被
災
者
の
生
活
再
建
等
の
支
援

第
２
節

被
災
者
の
生
活
再
建
等
の
支
援

第
４
章

― 46 ―



 



ᰴᘧ఍♫ەەەە

7(/ ���-����

༳ ๅ ᡤ

⚟ᒸ市市民ᒁ防災・༴機⟶⌮㒊

防災企⏬ㄢ

7(/ ���-4���

ᢸᙜ㒊ᒁ 

⚟ᒸᕷ㜵災఍㆟⾜Ⓨ

計画担当

TLE 707-1065

株式会社三協舎印刷所

TLE 092-651-3731




